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平成22年度学位論文要旨・論文審査要旨

論文内容の要旨

本論文は内生的経済成長モデルのフレームワークの

もとで､ 環境規制と制度要因が技術開発やその移転と

習得､ および経済成長に果たす役割を理論的に分析し

ている｡ 20世紀後半以後､ 国際貿易と海外直接投資の

自由化､ 大規模な技術進歩とその伝播により､ 世界経

済の成長は高い水準に維持されている｡ しかし同時に､

新たな課題が生まれている｡ 第１の課題は環境問題で

ある｡ 特に､ 地球温暖化問題は世界的対策が必要な緊

急課題となっている｡ 本論文の前半においては今後の

地球温暖化対策への政策的示唆を得るために､ 独自の

理論モデルを展開し､ 従来の研究で明確にされてこな

かった環境規制と技術導入､ 技術適用および経済成長

の問題をより幅広く考察している｡ 第２の課題は､ 国

家間で所得格差が拡大していることである｡ 技術進歩

は経済成長の重要な要因であることがよく知られてい

る｡ しかしながら､ なぜ技術開発や技術導入を積極的

に行わず､ いつまでも貧しいままの国が存在している

のであろうか｡ 国家間で顕著な格差をもたらす根本的

な要因は何であろうか｡ こうした問題に対する答えと

して､ 最近の経済成長理論は制度の役割を強調してい

る｡ 本論文の後半においては厳密な内生的成長モデル

を構築し､ 技術進歩や経済成長の決定要因としての制

度の役割を解明している｡

第１章では深刻な環境汚染問題と各国の経済成長の

パフォーマンスの違いを概観し､ 成長理論がそれらを

どのように説明してきたかについて述べる｡ 技術革新

を成長の源泉とする内生的経済成長理論の重要性を強

調すると同時に､ 既存の理論の問題点を明らかにし､

経済成長理論の新しい潮流をまとめる｡ それらを踏ま

えて､ 本論文の位置づけと構成について言及している｡

第２章では本論文において用いられる成長モデルの

フレームワークを説明している｡ 前半においては世代

重複経済における技術進歩を伴う内生的成長モデルが

展開されている｡ また後半においては､ 技術進歩が財

の種類の数の増加として把握されるようなモデル､ い

わゆるバラエティ拡大型の内生的成長モデルを検討し

ている｡

第３章では環境規制と技術選択の問題を取り扱って

いる｡ 近い将来､ 発展途上国は先進国の技術移転を条

件として､ 地球温暖化を防止するための国際条約に参

加し､ 排出量の総量規制を導入すると考えられる｡ こ

の章では排出量の割当と経済成長の関係を検討した

���(2002) に技術選択の問題を取り入れることによっ

て､ 排出量の割当が技術の選択を通じて経済成長に与

える効果について分析している｡ 収穫一定技術と収穫

逓増技術の２種類の技術に関する選択を内生化すると､

排出量の割当の違いによって､ 持続的経済発展､ 環境

悪化と貧困の罠､ 定常状態への収束､ 循環変動の４つ

の成長パターンが発生することが示されている｡ また､

環境悪化と貧困の罠に陥る経済を持続的経済発展に導

くためにどのような政策が有効であるかについても検

討している｡

第４章では環境規制政策､ グリーン・イノベーショ

ンおよび経済成長の関係について分析している｡ 先進

国と発展途上国からなる２国モデルの枠組みで異なる

環境規制の影響を考慮した既存のモデルでは炭素リー

ケージの問題や汚染逃避地の問題に集中していた｡ そ

れらの研究に対して､ この章では先進国で開発された

グリーン技術は発展途上国で効率的に利用できるかど

うかについて分析している｡ その結果､ 異なる環境規

制によって発展途上国においてグリーン技術に対する

需要が少ないため､ 両国の産業構造と経済成長に差異

が生じることが明らかにされている｡ また､ 世界全体

での排出量を削減するためにはどのような政策をすべ

きかも考察している｡

第５章ではイノベーションの所有権配分と経済成長

の関係を分析している｡ 技術進歩に関連する内生的成

長モデルの多くは技術開発の主体を単一のものとして

取り扱っている｡ しかし､ 現実には複数の経済主体が

研究開発に携わっている｡ 例えば､ 技術を用いて財を

生産する企業と研究ユニットとが契約を締結し､ それ
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を通して研究開発を行う｡ その場合､ イノベーション

所有権の事前配分のあり方が各経済主体の投資インセ

ンティブに影響を及ぼし､ ひいては研究開発の効率性

に大きな影響を与えると考えられる｡ 本章の分析では､

生産性と制度の関係を検討した �������	 �
���

(2006)､ �������	(2009､ ����21) のモデルを拡張

し､ イノベーションの所有権の配分と技術進歩および

経済成長の関係を分析している｡ その結果､ 望ましい

所有権の配分が一意に決まるわけではなく､ フロンティ

アからの乖離の程度によって異なることが明らかになっ

ている｡

第６章では資源保有国において制度がイノベーショ

ン､ 経済成長に与える効果を考察している｡ 豊富な資

源を保有する発展途上国の経済は低成長や貧困拡大に

陥る傾向にある､ いわゆる資源の呪い (����	���

�	���) という問題が多くの実証研究によって示され

ていた｡ しかし､ このような現象はボツワナなどの資

源保有国には当てはまらない｡ 資源保有国が異なる所

得水準を達成する理由については､ 従来の研究は静学

モデルを用いて分析していた｡ この章では���	� �


���(2006) に資本蓄積と制度を導入し､ 長期的視点か

ら､ 制度が資源保有国のイノベーション､ 経済成長に

果たす役割を理論的に分析している｡ 経済主体の行動

を内生化すると､ 制度の違いによって､ 経済は長期の

成長における複数均衡の存在が示されている｡ これは

現実の資源保有国の成長パターンの違いを理論的に説

明できている｡

第７章では知的財産権の保護制度が技術導入および

経済成長に与える効果を分析している｡ 知的財産権と

経済成長に関連する既存の研究の多くは政府による知

的財産権の保護選択のみに注目していた｡ しかしなが

ら､ 企業の技術に関して政府が完全に把握することは

困難であるため､ 知的財産権の保護が不完全なものと

なる｡ このとき､ 知的財産保護に対して投資をしよう

とする私的なインセンティブが生じる｡ すなわち､ 知

的財産権の保護強度が政府による制度選択と企業によ

るエンフォースメントによって決まる｡ この章では､

�����������������������(2008) を拡張して､ 知

的財産保護に対する私的投資が存在する場合､ 政府に

よる知的財産権保護の強化が技術移転と経済成長に与

える効果を分析している｡ 政府による知的財産保護政

策の強化は､ 独占企業の利潤を増加させ､ 技術移転を

促進する一方で､ 知的財産権の保護に従事する経済主

体の若年期の収入を低下させ資本蓄積を阻害する｡ 結

果として知的財産権保護の強化は経済を低位の定常状

態に停滞させる可能性が示されている｡

最後に第８章では､ 本論文において得られた結論を

まとめ､ 本論文の中で残された課題､ さらには今後の

研究の方向性を提示している｡

論文審査の要旨

主査 大住 圭介

論文調査委員

�������������

副査 大坂 仁

副査 藤田 敏之

近年､ 地球温暖化と国家間の所得格差の拡大は世界

経済の深刻な課題となっている｡ 本論文では既存の種々

の内生的成長モデルを独自に拡張し､ そのもとでこれ

らの課題に関する厳密な数理的分析を行っている｡ そ

の分析過程で､ 従来の理論研究において十分に解明さ

れていなかった環境規制､ 技術選択・技術移転と経済

成長の関連について考察し､ 制度が技術進歩､ 経済成

長に果たす役割について興味深い種々の帰結を提示し

ている｡

第１章と第２章では､ 経済成長に関する概説と代表

的な内生的成長モデルの解説がなされている｡

第３章では排出量の割当と技術の選択､ 経済成長の

関係を分析している｡ 代表的な先行研究である���

(2002) のモデルを拡張して､ 排出権の割当の違いに

よって､ 持続的経済発展､ 貧困の罠と環境悪化を含む

様々な成長パターンが生じることを解明している｡ こ

の帰結は､ ポスト京都議定書に向けた枠組みの構築の

際に適切に排出権の割当配分を行うことが重要である

という政策的インプリケーションを提示している｡ 第

４章では環境規制､ グリーン・イノベーションと経済

成長の関係を分析している｡ このテーマに関する代表

的な文献である ������������	�����(2004)､ ��

������������������(2008) 等のモデルを拡張し､

先進国と発展途上国の産業構造と経済成長の差異に注

目して分析を行い､ 発展途上国におけるエネルギー生

産に対する税政策や資金移転などの国際的協調が世界

全体での排出量削減にとって重要であるということを

示している｡

第５章では､ 最近の内生的成長論の代表的な文献で

ある�������	�
���(2006)､ �������	(2009�����

21)と同様の内生的成長モデルの枠組みに所有権アプ

ローチを導入して､ イノベーションの所有権の保有を

｢企業所有権｣ と ｢研究ユニット所有権｣ に分けて比

較分析を行い､ イノベーションの所有権配分と経済発

展段階の関係を理論的に解明している｡ 第６章では資

源の呪い (����	����	���) という問題に焦点を当て､
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資源保有国における制度と経済成長の関係を分析して

いる｡ ��������	�
(2006)の静学モデルを拡張して､

動学的視点から分析を行い､ 制度の違いによって､ 豊

富な資源を有する経済は低位の定常状態 (貧困の罠)

と高位の定常状態への収束という二つの成長パターン

が発生する可能性があることを明らかにして､ 資源保

有経済の成長パターンの違いに関する理論的根拠を提

示している｡ 第７章では､ �����	���	��	����	���	

(2008) のモデルを修正・拡張して､ 知的財産権の保

護水準が政府による制度選択と企業によるエンフォー

スメントによって決定されるような状況のもとで､ 知

的財産権制度が技術導入および経済成長に与える効果

に関して厳密なモデル分析を行っている｡

本論文は環境規制､ 制度と内生的経済成長という最

先端の研究領域に取り組み､ 種々の数理的な内生的成

長モデルを拡張し､ 斬新で興味深い分析結果と政策的

含意を得ており､ 十分評価されるものである｡

以上の理由により､ 本論文調査委員会は､ 谷晶紅氏

より提出された論文 ｢技術進歩と内生的経済成長に関

する理論分析―環境規制と制度要因の側面からの考察―｣

を博士 (経済学) の学位を授与するに値するものと認

める｡

論文内容の要旨

１
研究背景

本研究の課題は､ 大学発ベンチャーが移転資源から

ビジネス価値を創出するプロセスを理論的枠組に基づ

き､ 明らかにすることである｡

近年､ 各国がアメリカの政策を模倣して大学発ベン

チャーの支援政策を実施している｡ 政策に基づき､ 大

学発ベンチャーが各地域に数多く設立されてきた｡ 地

域の活性化､ 雇用の増加､ 及び大学の休眠資源の活用

などという大学発ベンチャーの貢献が一部の地域や大

学に限って報告されている｡ 一方で､ 大学発ベンチャー

の廃業数が増えつつある現象も見られる｡ 国家政策と

大学支援体制に関する今までの静態的な研究では､ こ

のような現象を説明し難いと思われる｡ このことを克

服するには､ 企業の実態を観察し､ 企業レベルで分析

することが必要である｡

本研究は､ 創業から成熟段階までを全般的に分析す

る先行研究と異なり､ 大学発ベンチャーの移転資源に

基づくビジネス価値創出という初期の重要段階に焦点

を絞り､ ｢初期流動的段階｣ という概念を定義した｡

また､ 起業家活動と資源経営理論に基づいた ｢ダイナ

ミック・アントレプレナー・ケイパビリティ｣ (以下

は���と略称) という理論的枠組によって､ 異なっ

た環境にもたらされた違いを ｢資源｣ で捉えることで

日中の事例研究の方法を用いながら､ 初期流動的段階

を考察した｡

２
研究内容

本研究では､ 大学発ベンチャーの状況分析及び技術

と組織のライフサイクルの先行研究に基づき､ ｢初期

流動的段階｣ を､ 移転資源の形成からそのビジネス価

値を創出することができるまでの段階と定義した｡ 現

状分析によって､ 多くの大学発ベンチャーは依然とし

て､ 移転技術を適切な商品とそのマーケットターゲッ

トに結付けていないことを明らかにした｡ 移転技術か

らイノベーションを起こすことはリニアなプロセスで

あると､ 多くの政策立案者が見なしている｡ しかし､

環境の不確実性､ 技術の多義性､ 資源の希少性などの

多重苦を被る大学発ベンチャーの初期段階は､ むしろ

流動的且つ複雑であると考えられる｡

大学発ベンチャーがいかにこのような初期流動的段

階を乗り越えられるかについて､ 本研究では､ 先行研

究のもとに���が機能することが重要であると論じ

た｡ ���とは､ 激変する環境に対して､ 資源を動員

し､ ビジネスチャンスを見出し､ 社内の技術開発力や

市場適応能力を高めるように働きかける起業家能力で

ある｡ 即ち､ 大学からの技術や支援などのオリジナル

資源､ 社会的に起業を支援しようとする正当性資源､

経営に必要とされるビジネス資源を動員する能力､ ビ

ジネスチャンスを認識し試行する能力､ 及び資源とビ

ジネスチャンスを組み合わせ､ 自社に相応しいビジネ
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スモデルを確立する能力が重要なのである｡ このこと

を検証するために､ 日本 (九州大学､ 九州工業大学､

東京大学) と中国 (清華大学) の大学発ベンチャーを

比較して事例研究を行った｡

事例の比較分析によって､ 大学発ベンチャーは移転

技術に基づいた最初のビジネスチャンスが必ずしも計

画の通りに実行できるとは限らず､ 計画の改善を行っ

たり､ 現存のビジネスチャンスをあきらめて新しいビ

ジネスチャンスを試したりする行動が明らかになった｡

新しいビジネスチャンスを実行するために､ ベンチャー

が社内外の資源を動員し､ 資源の結合を行うこともわ

かった｡ しかし､ 手厚く支援する大学・地域は､ ベン

チャーの資源獲得にとって有利であるが､ そうでない

場合は､ ベンチャーが自社をめぐる環境の特性を理解

し､ 多様な資源を活用する能力が重要である｡ このよ

うな様々なコンティンジェンシーに対応するためには､

ベンチャーは活発な学習によって知識を累積し､ 能力

を向上することで､ 試行錯誤しながら独自資源を形成

し技術のビジネス価値を創出できたことを明らかにし

た｡

また､ 移転技術のビジネス価値を創出している事例

では､ 政府､ 大学及びリードユーザーなどの異質なパー

トナーとの緊密的な連携と学習を行うことによって､

技術特性と市場ニーズをうまく結合していることを分

析した｡ しかし､ 初期流動的段階を脱することができ

ていない大学発ベンチャーは､ 市場に必ずしも適応し

ていないビジネスチャンスや資源結合に固執していて､

新しい資源の動員能力またはビジネスチャンスにチャ

レンジしようとする革新力に欠けており､ 移転技術の

ビジネス価値を見極めていないことも明らかにした｡

このように､ 大学発ベンチャーは事業が市場に応じて

変化してゆく初期流動的段階において､ ���が市場

適応的な技術イノベーションをリードしていることが

重要であると検証した｡

３�研究成果

大学発ベンチャーについての研究に対して､ 本研究

の貢献は以下の３点がある｡ １点目は､ 異なった環境

における大学発ベンチャーの経営実態を観察し､ ダイ

ナミックな視点を提示したことである｡ ２点目は､ ダ

イナミック・アントレプレナー・ケイパビリティとい

う理論概念の構築を試み､ 大学発ベンチャーの初期流

動的段階のマネジメントの論理を明らかにした点であ

る｡ ３点目は､ 大学の技術移転の本質は､ 起業家能力

によるビジネス価値の創出であり､ 会社作りの目的で

はないことを指摘した点である｡

本研究の成果は､ 日本の産学連携政策及び大学の支

援政策に対して重要な示唆を与えている｡ ｢技術から

イノベーション創出へ｣ というリニアな考え方は､ 大

学発ベンチャーの ｢会社作り｣ を促進した一方で､ 大

学発ベンチャーが次々と廃業している原因の一つでも

あると考えられる｡ また､ 大学の支援政策についてい

えば､ 技術移転の準備期から技術資源とマーケットニー

ズをフィットさせるビジネスモデルを構築する支援､

及び起業家能力の育成が重要である｡ さらに一部の大

学発ベンチャーを厳選し手厚く支援し､ 多くの大学発

ベンチャーを自由に発展させるという ｢選択と集中戦

略｣ は､ 大学が限られた資源を効率的に活用すること

が可能であると提言している｡ よって､ 大学がいかに

アカデミック・アセットをマネジメントするのかがま

すます重要な課題となろう｡

論文審査の要旨

主査 塩次喜代明

論文調査委員

�������������

副査 久原 正治

副査 久野 国夫

本論文は､ 広範囲な先行研究レビューと日本､ 中国

での実態調査に基づいて､ これまで研究が殆どなされ

てこなかった大学発ベンチャーの初期流動的段階のマ

ネジメントの論理を､ 実証を通じて明らかにしたもの

である｡ 論文は序章､ 第２章課題の設定､ 第３章先行

研究レビュー､ 第４章分析枠組みの設定､ 第５章日本

の事例､ 第６章中国の事例､ 第７章討論と結論の全７

章265頁の英文である｡

まず､ 初期流動的段階に必要とされる技術等のオリ

ジナル資源､ 社会的に起業を支援しようとする正当性

資源､ 経営に必要とされるビジネス資源が準備されれ

ば大学発ベンチャーが成功するのではなく､ それら資

源を市場のビジネス機会と結びつけるダイナミック・

アントレプレナー・ケイパビリティ (���) が機能す

ることが重要であることを仮説的に設定する｡ ���

とは､ 激変する環境に対してビジネス・チャンスを見

出し､ 社内に技術開発や市場適応能力を高めるように

働きかける企業家能力である｡ 日本の大学発ベンチャー

(主に九州大学､ 九州工業大学､ 東京大学) と中国の

それ (主に清華大学) を現地調査に基づいて比較して､

企業内では���を媒介にして組織学習が活発に展開

されることによって独自資源が形成されてゆくという

資源ベース的な戦略適応が展開されていることを明ら

かにしている｡ 特に���に不足するベンチャーでは
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初期流動的な段階を脱することができていないこと､

成功事例では���が市場適応的な技術イノベーショ

ンを指導していることなどは重要な発見事実である｡

これまでの大学発ベンチャー研究に不足する初期流

動的段階の成否を経営学的視点から解明しようとして

いる点に独創性が認められる｡ 既存研究の丁寧なサー

ベイに基づいた理論的枠組のもとで､ 綿密に設計され

たケーススタディによる知見は､ 大学発ベンチャー研

究の展開に十分に貢献できる内容となっている｡ 以上

の調査結果を踏まえて､ 論文審査委員会は､ 本論文を

博士 (経済学) の学位に値するものと判断する｡

論文内容の要旨

本論文の課題は､ 19世紀後半のプラハ商工会議所を

事例として､ ハプスブルク帝国の工業化と民族問題の

特質を析出することにあった｡

ハプスブルク帝国の工業化とナショナリズムを巡っ

ては､ 帝国の経済的後進性や民族対立を強調する方向

から､ 帝国の複合的利害とその調整過程に着目する方

向へ､ 研究潮流の変化を確認した｡ 特に､ 近年の研究

は､ 帝国の地域的多様性を重視し､ 地域研究の積み重

ねの必要性を指摘しており､ 本論は､ この２つの研究

潮流の橋渡しを試みた｡

ボヘミア・プラハを分析単位とした理由を､ 工業化

とナショナリズム研究の双方から説明した｡ まず前者

について言えば､ 帝国の主要な工業地域であるボヘミ

アの中でも､ プラハ商工会議所管区が､ 東西に重・軽

工業を擁するバランスのよい産業構造になっていた点､

19世紀後半に､ 北西部の伝統的工業地域ライヘンベル

ク商工会議所から､ 中央部のプラハ管区に､ 工業化の

重点が移動してきた点を重視した｡ ナショナリズムに

関しても､ ボヘミアには､ ５つのナショナリズム－大

ドイツ主義､ ボヘミア主義､ スラブ主義､ チェコ主義

とオーストリア主義－が相互に影響しあいながら存在

しており､ 多民族帝国の特徴を象徴する場であったこ

とを確認した｡ 特に､ プラハは､ チェコ人移民の大量

移入により､ 都市の拡大とチェコ化が著しく進展して

いた｡

本論の主たる論点は､ 次の二点である｡

第一に､ 工業化について､ プラハ管区におけるチェ

コ人の工業化の本格関与を中心に考察することにした｡

19世紀を通じて､ ｢工業民族＝ドイツ人､ 農業民族＝

チェコ人｣ の構図に変化が生じた｡ そして､ チェコ人

の社会経済的力量の高まりが､ 19世紀後半のチェコ民

族運動の高まりを支える大きな要因だと考えられたか

らだ｡ 幸い､ プラハ商工会議所伝来の定性・定量のデー

タが残されており､ 工業化を考察する上で格好の材料

が存在していた｡ しかも､ 商工会議所は､ 都市と農村

を管区に内包しており､ ｢地域的工業化｣ を考察する

舞台としても適当だと考えた｡ さらに､ ナショナリズ

ム研究における社会史的関心の高まりから､ 自伝や伝

記史料といった新しい類型の史料が利用されている｡

そのような史料として､ 商工会議所会頭の伝記も伝来

している｡

第二に､ 民族問題の考察に関して､ ５つのナショナ

リズムを均等に取り扱うのではなく､ ｢オーストリア

主義｣ に限定し､ その変容の過程を追跡した｡ オース

トリア主義とは､ 諸民族の盾の役割となる帝国の統一

を維持しながら､ その保護の下で最大限の民族的発展

を目指すという多民族国家特有のナショナリズムであっ

た｡ 従来､ 民族発展を阻害した後ろ向きのナショナリ

ズムと理解されていたが､ 近年の研究では､ 多民族国

家の複雑な利害関係を調整するオーストリア主義の役

割の再評価が進んでいる｡ この際､ オーストリア主義

の変容を ｢社会経済・政治・民族的変化を映し出す鏡｣

として捉えるブルックミュラーの所説を､ 本論は継承

した｡

本論は､ 以上の二点を踏まえた上で､ ナショナリズ

ムの変容に着目して､ 1850�60年代､ 1870年代､ そし

て1880年代の３つの時代に区分して､ 分析を行った｡

各章の分析結果は､ 次の通りだ｡

第一章では､ 1850�60年代のオーストリア主義の特

質とその下でのチェコ人の工業化への本格的関与の二

点に取り組んだ｡ チェコ人の工業化について､ その出

発部門である製糖業と農業機械工業を取り上げた｡

1850年代以降､ 製糖工場が相次いで建設され､ 保護関

税による育成部門から輸出部門へと脱皮を図る中で､

管区内での経済的重要性を高めた｡ そして､ この時期､

チェコ人の積極的な企業参加を通じた社会経済的上昇
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があったことが明らかとなった｡ その象徴的事例が､

商工会議所役員の顔ぶれの変化だった｡ 1862年に２人

のチェコ人が､ 小規模工業部門役員として登場したこ

と､ また､ 1872年にチェコ人として初めての大規模工

業部門の役員が､ 製糖業から登場したことが確認され

た｡ しかし､ このようなチェコ人の社会経済的発展が､

ドイツ人の優位を覆すことにはならなかった｡ 1850�

60年代のギンデリーの書簡を通じたオーストリア主義

の分析からは､ まだ､ ドイツ人の指導を通じたチェコ

人の民族的発展が志向されていたことが明らかになっ

たからだ｡ さらに､ 言語強制法を巡る議論では､ 法案

が､ 領邦議会で可決されたにも拘わらず､ 都市ドイツ

人の反対で実現しなかったことを取り上げた｡ チェコ

人の社会経済的・民族的力量は､ ドイツ人のそれと比

べて､ まだ十分とはいえなかったとの結論に達した｡

第二章では､ 1870年代を中心に､ 主要工業部門の発

展と商工会議所内の民族問題を取り上げた｡ 前章で見

た製糖業と関連機械工業の発展は､ その原料となる製

鉄業の発展も促した｡ 1860�70年代の商工会統計から

は､ 貴族経営の伝統的製鉄工場から株式会社の大規模

製鉄所への転換が浮き彫りになった｡ また､ チェコ人

の工業化への参画が､ ドイツ人の経済的影響力の低下

に繋がったとの問題設定を行い､ 19世紀前半の工業化

を主導し､ ドイツ人企業家の独壇場だった綿工業の分

析を行った｡ 1860�70年代を境にした､ 同部門の緩や

かな衰退局面への突入が確認された｡ 金融部門では､

チェコ人富農層の資金をもとに､ 各地に貯蓄銀行が設

立されたというブロウゼクら先行研究の確認を行った｡

この時期の民族問題については､ このチェコ人の社会

経済的台頭がドイツ人との対立激化に直結しなかった

ことを明らかにした｡ 国政でのボイコット戦術とは異

なり､ チェコ人が積極的に参加した役員選挙の実施､

1872年の商工会議所内でのドイツ語とチェコ語の平等

な取り扱いの規定､ 商工会会頭ドッツァウアーの後継

者としてチェコ人の推薦など､ 様々な領域から共生関

係が存在していた｡ チェコ民族運動が優位となる中で､

オーストリア主義的取り組みは､ まだ受容される状況

にあったとの結論に至った｡

第三章では､ 1880年代前半の民族・工業化の到達度

を示す事件として､ プラハ大学分割問題とプラハ商工

会議所の役員選挙規約問題を分析した｡ 社会経済的・

民族的な発展を遂げたチェコ人が､ 国政､ 教育・言語

など幅広い分野で権利拡大を求め､ オーストリア主義

の実践の場である大学､ 商工会議所にも要求が及んだ

からだ｡ プラハ大学問題に関しては､ 1870年代までの

民族運動の牽引役だった老チェコが議会の主導権を握っ

ていたものの､ より自立的発展を目指す青年チェコ派

が､ プラハの大衆の動員を可能にするまで浸透してお

り､ その後の主導権交替の兆しが明らかになった｡ ま

た､ 帝国議会でまとめられた大学財産の共有という合

意案も､ 現場レベルでなし崩しになり､ 二民族の分離

傾向の強まりを確認した｡ 商工会議所の役員規約問題

は､ プラハにおけるチェコ化とプラハの工業化の特質

を確認する内容となっていた｡ つまり､ 役員の定足数

の配分を巡る議論は､ 農業関連工業と小規模工業部門

におけるチェコ人の強い影響力を明らかにした｡ 規約

改正後の選挙では､ ドイツ人案を強力に主張した役員

たちは一掃され､ チェコ人の優位が確立した｡ チェコ

人多数派体制の中でも､ オーストリア主義的解決策が

試みられなかったわけではないが､ 1880年代以降､ チェ

コ人の自立的発展を求めるチェコ主義が､ その勢いを

増したことが確認された｡

以上のように､ 本論文は､ チェコ人の社会経済・民

族的発展の経過を追跡し､ 1890年代の ｢チェコ民族の

確立｣ への一大分水嶺が1880年代前半にあったことを

明らかにした｡ チェコ人の社会経済的発展は､ 1850�

60年代に始まったが､ 彼らの民族的要求の実現には時

間的ずれが存在しており､ 1870年代まで､ オーストリ

ア主義的解決策が受け入れられる状況にあった｡ その

点で､ オーストリア主義の持続的影響力が確認された｡

今後の課題として､ 商工会議所より一段分析レベルを

下り､ 現場レベルでの民族問題の考察の必要性を課題

として､ 結びとした｡

論文審査の要旨

主査 田北 廣道

論文調査委員

�������������

副査 関 源太郎

副査 藤井 美男

本論文は､ 多民族国家であるハプスブルク帝国にお

ける19世紀後半の工業化の進展とそれに伴う民族問題

の変容を追究することを課題としている｡ その際､

1970年代以降に２つの分野で生じた研究潮流の変化を

踏まえつつ､ 独自の接近方法が採用される｡ すなわち､

工業化の分析単位の多様化と制度要因の重要性に注目

した ｢地域的工業化｣ 概念を採用し､ ｢社会経済的変

化を映し出す鏡としてのオーストリア主義�帝国の政

治的統一を維持しつつ諸民族の自立的発展を最大限容

認する立場�の変化を追究する｣ (ブルックミュラー)

方向で考察される｡ 対象地域には､ プラハ商工会議所

管区が取り上げられる｡ 帝国の工業化の先進地の一つ
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として ｢農工並進型｣ (マチス) が典型的に検証され

るとともに､ 19世紀後半の都市拡大がチェコ人・ドイ

ツ人の人口比率の逆転をもたらし､ 民族問題の変化を

考察する上で､ 絶好の条件を備えていたからである｡

論文の第１章から第３章では､ 1850�60年代､ 1870

年代､ 1880年代の３時期に区分しつつ工業化の進行に

伴う民族問題の変容が､ 共存・対立双方を視野に収め

ながら追究される｡ 第１期には､ 保護育成の対象であっ

た製糖業が､ チェコ人の参加の下で自立的産業部門に

成長した｡ ただ､ 商工会議所の役員構成では､ 1862年

初めてチェコ人の小営業者が登場するものの､ 綿業経

営者を中心とするドイツ人優位を揺るがすことはなかっ

た｡ 1862年 ｢言語強制法｣ をめぐる領邦議会の審議は､

チェコ人に有利に進行したが､ 結局､ チェコ人が譲歩

して収束した｡ 第２期には､ 製糖業の成長が､ 関連す

る農業機械製造業や製鉄業にまで波及した｡ その一角

を担ったチェコ人企業家が､ 初めて商工会議所の大規

模工業部門選出の役員として登場するなど､ 社会経済

的地位の上昇を達成した｡ その結果､ 年次報告書が２

言語で作成されるなど新たな事態も生じた｡ ただ､ ド

イツ人会頭自身が次期会頭候補者に推薦した人物はチェ

コ人であった事実からも看取できるように､ 共生的関

係は存続した｡ 第３期には､ 事態は根本的に変化する｡

1879�82年プラハ大学の分割問題と1883�84年商工会議

所の役員選挙規約の改正問題をめぐり発生した民族問

題は､ ｢オーストリア主義｣ から ｢チェコ主義｣ への

転換を決定づける事件となった｡ 工業化・都市化の進

行のなかで社会経済的力量を増してきたチェコ人の政

治・文化的要求は､ もはや妥協できないレベルにまで

達した｡ ｢1890年代の近代チェコ民族の確立｣ (クロフ

タ) に向けて､ 大きな分水嶺を超えたのである｡

本論文は､ 内外の研究の到達状況を的確にフォロー

しつつ､ 課題と方法を確定したうえで､ プラハ商工会

議所管区を対象にして手厚い史料分析を行っている｡

ブルックミュラー氏の提唱する手法に即した精緻な実

証研究の成果は､ 十分説得力をもっており､ 研究史に

新たな可能性を開いてみせた｡ 以上のことから､ 本論

文調査委員会は､ 長��幸一氏より提出された論文､

｢19世紀後半のハプスブルク帝国における工業化と民

族問題―プラハ商工会議所に着目して―｣ が､ 博士

�経済学�の学位を授与するに値すると認める｡

本論文は､ 地方交付税における基準財政需要額の算

定分析をつうじて､ 地方交付税の財源保障機能を検討

し､ その課題を考察するものである｡

日本の地方交付税制度をはじめ､ 財政調整制度は地

方政府の公共サービスについて標準的な水準を確保す

るための財源保障を行うとともに､ 国内の諸地域間で

経済力､ 自然条件及び社会的条件が異なることに対応

した財政力格差是正を行うことを目的とした制度であ

る｡ 公共サービスの提供にあたっては､ 現金給付は中

央政府が担うとしても､ 住民に身近な福祉等の対人社

会サービスなど現物やサービス給付は地方政府による

給付が適している｡ しかし､ 対人社会サービスのよう

な生存に不可欠の公共サービスを､ 居所如何にかかわ

らず､ 標準的な水準を確保し提供するのに､ 財政力に

差のある地方政府だけで行うことは不可能であり､ こ

うした矛盾を解消するのが財政調整制度の役割となる｡

現在､ 少子高齢化､ 経済のグローバル化が進むととも

に､ 対人社会サービスへのニーズは増大し多様化して

いる｡ また､ 地方分権推進の下､ 地方政府の供給主体

としての役割も増大している｡ このような状況にあっ

て､ 財政調整制度の役割は近年益々重要になるととも

に､ そのあり方についても問われているといってよい｡

財政調整制度は､ 先進各国にほぼ共通の制度として

あるが､ 政府間機能配分とくに地方政府の役割に応じ

た重要な財源配分手段として発展してきているため､

財政需要・課税力の算定方法や財源保障の仕方をはじ

めとして､ その中身は多様である｡ 日本の地方交付税

制度は､ 財政需要と課税能力にもとづく配分方式､ す

なわち基準財政需要額から基準財政収入額を差し引い

た額が交付される方式であり､ 財源保障と財政力格差

是正の同時達成をめざす制度である｡ 歴史的にも､ 戦

前の歳入調整を基本とする萌芽期から､ 戦後は能力と

必要の差を埋めるという考え方にもとづき､ 地方公共

団体間の財源均衡化をはかる財政調整機能と一定の行
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政サービスの水準を保障する財源保障機能を備えた制

度として確立されている｡

地方交付税法においては､ 財源保障機能について､

総額の保障､ すなわち地方財政全体に対するマクロの

財源保障と､ 総額が各地方団体に配分される上で､ 各

団体の標準的な行政水準の保障を行うミクロの財源保

障の規定がある｡ 総額に関しての保障の視点も重要で

あるが､ 個別団体にとっては自らの団体に対する保障

が十分なものであったかどうかが決定的に重要となる｡

本論文における基準財政需要額の算定分析をつうじた

財源保障機能の検討は､ 地方交付税法にある地方行政

の ｢合理的､ 且つ､ 妥当な水準｣ というミクロレベル

での財源保障を定量的に明らかにすることをねらいと

するものである｡ 日本のように地方公共団体がナショ

ナル・ミニマムの多くを担っている財政制度において

は､ その水準の確保は国の責任であり､ 国が標準的な

行政水準を示す財政需要をどのように見積もり､ 個々

の地方公共団体に対してどのように財源保障を行って

いるのか､ 算定の検証をとおしてみていく意義は大き

いと考えられる｡

しかしながら､ これまでの基準財政需要額の算定分

析を行った先行研究は､ 分析の対象が行政経費全般､

もしくは投資的経費に偏重していること､ また､ 方法

論において､ 補正係数についての算定分析が十分でな

い点で､ ミクロの財源保障を検討していく上で十分と

はいえない｡ 本論文においては､ 対人社会サービスを

主な対象に､ 方法論としては補正係数を中心とした算

定分析という新たな視点を盛り込んで財源保障機能の

検討を行った｡

本論文の構成は､ 研究課題と分析視角 (序章)､ 高

齢者保健福祉費と財源保障 (第１章)､ 生活保護費と

財源保障 (第２章)､ 公立病院と地方交付税～高知県

２町を事例として～ (第３章)､ 新型交付税・頑張る

地方応援プログラムと財源保障 (第４章)､ 地方交付

税の財源保障についての課題と示唆 (終章) である｡

序章では､ 本論文の研究課題と分析視角の意義を述

べた｡ 第１章は､ 対人社会サービスのうち､ 高齢者保

健福祉費をとりあげ､ 神奈川県と徳島県下の市町村を

対象に､ 介護保険導入前後の補正係数を中心とした算

定分析を行い､ さらにその算定と実態である一般財源

との対比をつうじて､ 交付税の財源保障の現状を明ら

かにした｡ 第２章は､ 対人社会サービスのうちでも生

活保護費をとりあげ､ 主に大阪市を対象に補正係数に

まで入り込んだ算定分析と実態である一般財源との対

比を行い､ かつ算定と実態の乖離に対しての大阪市の

意見をみている｡ これらにより､ 扶助費という現金給

付および大都市の財政需要という性格をもつ経費に対

する交付税の財源保障について検討を行い､ 課題を指

摘している｡ 第３章は､ 同じく対人社会サービスのう

ちでも､ これまでほとんど取り上げられることのなかっ

た公立病院､ すなわち医療を対象として､ それに係る

地方交付税措置を､ 地方交付税の財源保障の観点から

検討したものである｡ 高知県２町を事例とすることに

より､ ミクロレベルでの交付税を通じた財源保障と､

算定と実態である一般財源との乖離から､ 地方交付税

の財源保障についての考察を行っている｡

第４章は､ 第１～３章とは異なり､ 基準財政需要額

の新しい算定方法を検討したものである｡ 新しい算定

方法については､ 一連の先行研究もあるが､ 本論文で

は大阪府と高知県の市町村を対象とした実際の算定結

果を本研究独自の分析手法をつうじて検証し､ その意

味づけを行っている｡ この第４章は､ 本論文の中で､

地方分権推進の中で重要性を増していくことが予想さ

れる､ 対人社会サービスを対象とした検証 (第１～３

章) に加え､ 地方分権の下での財源保障のあり方とい

う観点において､ その算定のあり方を考察するという

位置づけをおいている｡ 終章においては､ 以上の検証

にもとづいて地方交付税の財源保障に関して得られた

課題と示唆について考察を行った｡

論文審査の要旨

主査 八木 信一

論文調査委員
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副査 中田真佐男

副査 浦川 邦夫

本論文の研究課題は､ 国際的に見て精緻な財政調整

制度である日本の地方交付税交付金 (以下､ 地方交付

税) を通した､ 地方自治体 (とくに市町村) への財源

保障の実態について分析と評価をおこなうことである｡

地方交付税が備える財源保障は､ 地方財政計画による

地方自治体全体に対する ｢マクロの財源保障｣ と､ こ

れに基づくかたちで各地方自治体に地方交付税を配分

することによる ｢ミクロの財源保障｣ とによって担保

されるが､ 本論文ではこのうち後者に関わる基準財政

需要額の算定分析を中心に､ 財源保障の実態を明らか

にしている｡

本論文の貢献は､ 次の３つに求めることができる｡

第１に､ ミクロの財源保障に大きな影響を与える基準

財政需要額の算定実態について､ 各種統計資料を交え

ながら詳細に分析し､ そのうえでこれらの算定額と一

般財源との乖離を明らかにしたことである｡ 第２に､
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基準財政需要額の算定分析の対象として､ ナショナル・

ミニマムと深く関わり､ また基準財政需要額のなかで

も大きな割合を占めてきている対人社会サービスのう

ち､ 高齢者福祉､ 生活保護､ および公立病院における

地方交付税の財源保障を取り上げ､ 国における当該分

野の政策展開も踏まえながら､ その実態を明らかにし

たことである｡ 第３に､ 以上のような算定分析による

ミクロの財源保障の実態を通して､ それを支えるマク

ロの財源保障との密接な相互関係を説得的に示したこ

とである｡

他方で､ 近年における特定補助金をめぐる改革に対

する評価を踏まえた地方交付税との比較考察や､ 基準

財政収入額との兼ね合いを通した財政調整の検討は､

今後の課題として残されている｡ しかし､ これらの課

題は､ 上記した本論文の評価を何ら損なうものではな

く､ いずれも今後の研究の進展によって克服すること

が､ 十分に可能であると判断する｡

以上のことから､ 本論文調査会は､ 星野菜穂子氏に

より提出された論文 ｢地方交付税の財源保障に関する

実証研究─基準財政需要額の算定分析を中心に─｣ が

博士 (経済学) の学位を授与するに値するものと認め

る｡

論文内容の要旨

20世紀に入り消費者を対象とする金融が拡大してき

た｡ 本論文では､ 米国において消費者の金融取引が拡

大していく中で､ 金融機関が消費者を対象とした金融

業を確立していくプロセスを明らかにする｡ 消費者を

対象とした金融について分析する場合の視角としては､

金融を提供する金融機関の動向､ 需要者である消費者

の行動変化､ 家計の動向､ 金融商品の開発と広がり､

企業を対象とした金融取引との比較､ 信用情報機関の

発展経緯など様々なものがある｡ 本論文は､ 消費者を

対象とした金融の拡大を､ それを提供する金融機関の

視点から分析する｡ その出発点は､ 消費者に対して信

用を供与する消費者信用とした｡ 米国において消費者

信用が形成されたのは20世紀初頭である｡ 消費者信用

が金融業として展開し､ 現代の金融機関経営における

重要な業務部門として位置付けられるまでに拡大して

きた｡ 本論文の構成は､ 以下に示すとおりである｡

序章では､ 米国における消費者信用市場の拡大と消

費者信用の役割について考察している｡ 先行研究を示

しながら､ 消費者を対象にした金融業の広がりと本論

文の課題を述べる｡

第１章は､ 20世紀初頭の米国においてなぜ消費者信

用が発生したのか､ 消費者信用を形成する要因と背景

について考察している｡ 消費者信用発生の契機は､ 大

量生産・大量消費の動きが本格化し､ 自動車などの耐

久消費財を中心に割賦信用が利用されるようになった

ことである｡ 当初､ 割賦信用を手掛けた金融機関は､

ファイナンス・カンパニーであった｡

第２章は､ 1930年代以降における商業銀行による消

費者信用への進出について捉えている｡ 商業銀行はな

ぜ､ どのようにして消費者信用業務へ参入していった

のかを考察している｡ ただし､ 商業銀行が消費者信用

に進出していくだけでは､ 消費者信用が金融業として

自立したとは言えない段階にあった｡

第３章は､ 戦後米国における消費者信用の質的な変

化をもたらしたクレジットカードに着目している｡ 具

体的には､ クレジットカードがどういう要請から出現

し､ どのような基盤に支えられて普及していったのか

を分析している｡ クレジットカードは､ それまでの消

費者信用の地理的な限界を打ち破り､ 利用可能な商品

をカード利用加盟店の範囲で無限に広げ､ 最終的には

貸付利子を得ることに成功した｡ 消費者信用は､ 生産

金融を背後から支える役割から消費金融を支える役割

へと転換し､ 一つの金融業として自立することになっ

た｡

第４章は､ 消費者信用が消費者向け銀行業へ展開し

ていく過程を追跡している｡ その際の重要な要素は､

クレジットカードを通じた貸付の拡大である｡ 1970年

代には家計の行動が大きく変化していった｡ 一部の商

業銀行は､ 消費者向けの貸付と預金を一体として考え､

消費者という一つの顧客対象を捉えた業務分野で収益

を上げるようになった｡ この段階で､ 商業銀行の業務

分野としての消費者向け銀行業が成立するに至ったの

である｡

第５章は､ 消費者向け銀行業がさらに発展し､ 現代

の金融業におけるリテール業務として展開していく動
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きを解明している｡ 消費者を対象とした金融の分野は､

中小・零細企業の一部も包含する形でリテール業務と

して金融機関の重要な業務部門の一つに組み込まれて

いった｡ リテール業務部門を形成するに至った米国金

融機関の動向を､ データをもとに詳細に分析し､ 現代

における金融機関経営の実態を示す｡

終章では､ 全体のまとめとして本論文の意義につい

て総括している｡ 米国消費者信用の拡大過程において､

その最大の担い手となったのは商業銀行であった｡ 本

論文では､ 米国商業銀行を中心として消費者信用の発

展過程を歴史的に追跡することにより､ 以下の諸点を

明らかにした｡ 第一は､ 銀行経営における消費者を対

象とした業務の重要性である｡ 商業銀行の多くは､ 自

らの業務を多様化していくと同時に安定的な収入源を

求め､ 消費者を対象とした銀行業に経営資源を投入し

ていった｡ 第二は､ 商業銀行が収益を上げる基盤であ

る｡ 消費者を対象とした銀行業は､ 小口取引が中心で

あることから手間とコストが多くかかる業務である｡

商業銀行は､ その業務を�� (情報技術) を活用しな

がら集中して行うことにより収益を上げるようになっ

た｡ 第三は､ 消費者を対象とした銀行業における信用

情報の重要性である｡ 消費者を対象とした銀行業の必

要不可欠なインフラとして消費者信用情報機関の発展

があったのである｡

米国において消費者は､ 商業銀行からみて預金を通

じた安定的な資金調達源だけではなく､ 主要な貸付対

象にもなっていった｡ 米国商業銀行は､ 現代において

その業務内容も業務手法も大きく変化している｡ 本論

文は､ 消費者信用の拡大過程を基軸として､ 米国で主

な消費者信用の担い手となった商業銀行を中心に銀行

業および金融業の変容を考察した｡ それは現代でもコ

マーシャル・バンクと呼ばれ続けている商業銀行の再

考を迫るものである｡

論文審査の要旨

主査 川波 洋一

論文調査委員

�������������

副査 稲富 信博

副査 岩田 健治

米国では､ 消費者を対象とする金融業が商業銀行を

中心とする金融機関における主要な戦略分野として位

置づけられるまでに拡大してきた｡ 本論文は､ 20世紀

の初めから今日までの米国を分析対象にして､ 金融機

関が消費者を対象とする金融業を展開していくプロセ

スを分析したものである｡

本論文の貢献は､ 以下の４点にまとめることができ

る｡ 第一に､ 本論文は､ 20世紀初めの米国において耐

久消費財の大量生産とその販売体制の確立と相まって､

ファイナンスカンパニーによる割賦販売信用が拡大し､

商業銀行の参入によって消費者信用業務が定着したこ

とを明らかにした｡ 第二に､ 本論文は､ 商業銀行が､

クレジットカード業務への参入によって､ 州際業務規

制による地理的限界の克服､ 手数料に加えて貸付利子

の取得機会の提供､ 特定の商品売買に限定されない汎

用性の確保､ 決済システムと結びついた効率化の達成

といった､ イノベーションを実現した事実を解明して

いる｡ 第三に､ 本論文は､ 金融規制緩和の進展に併せ

て､ 消費者向け銀行業務が消費者を単に貸付の対象と

してだけでなく､ 預金者あるいは金融商品の購入者と

して一体化して展開していく事実に注目し､ これをコ

ンシューマー・バンキングとして位置づけた｡ 第四に､

コンシューマー・バンキングは中小・零細企業をも消

費者向け銀行業の対象として取り込みリテール銀行業

として展開したこと､ さらには���法制定下におい

ては銀行業務だけでなく証券業､ 保険業等総合的金融

業を包含するリテール金融業として展開したことが明

らかにされている｡

このように､ 本論文は､ 金融機関のイノベーティブ

な活動のなかで消費者を対象とする金融業が､ 規制緩

和や競争の激化､ ��の活用や信用情報機関の機能と

相まってダイナミックに展開していく実態を解明して

いる｡ 米国以外の国におけるリテール業務の展開との

比較やホールセール業務との関連の分析等今後の課題

を残すとはいえ､ これらは本論文の価値を大きく損な

うものではない｡

以上の理由により､ 本論文は､ 博士 (経済学) の学

位を授与するに値するものと認める｡
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論文審査の要旨

主査 稲富 信博

論文調査委員

�������������

副査 川波 洋一

副査 岩田 健治

ラオスでは1975年に20余年にわたる内戦が終結し､

計画経済を採用した｡ その後､ 1986年には ｢ピアン・

ピエン・マイ (#
����	
����	�)｣ 政策を導入し､ 市場

経済への移行を目指した｡ 本論文は､ 後発開発途上国

であり人口600万の小国ラオスが､ 2011年に予定して

いる証券市場創設の目的と､ その創設のラオス的特徴

を解明した研究である｡

前者については､ 市場経済への順調な移行にもかか

わらず､ 銀行市場の資金調達および配分能力が限定的

であり､ 銀行が金融仲介機能を十分には果たしていな

い現状を､ 証券市場の創設によって解決することが目

的であることを明らかにしている｡ また､ 非公式経済

(��
�������
 ��) の資金を証券市場に呼び込むことも､

証券市場創設の目的であると指摘している｡ 後者､ 証

券市場創設の特徴については､ 外国人投資家の役割が

高く期待され､ 証券取引所および証券会社が外国資本

との合弁会社であること､ 予想される上場会社の半分

が同じく合弁会社であることに注目する｡ このように､

ラオス証券市場の創設は外国の資本やノウハウがなけ

れば実現されないであろうことから､ 金融のグローバ

ル化がラオス証券市場の創設と発展を可能としている､

というラオス特有の状況を解明している｡

このように､ 本論文はラオスにおける証券市場創設

の理由と特徴を説得的に提示し､ ラオス経済の現局面

を的確に摘出している｡ さらに､ 統計資料が未整備で

文献研究が少ないラオス経済を対象とし､ ｢ピアン・

ピエン・マイ｣ 政策後の経済構造変化と金融市場の現

状を包括的に解明している点で､ ラオス経済研究に大

いに資するものとなっている｡

以上のことから､ 本論文調査会は､ ボーンマニト氏

より提出された論文 ｢�. './,'!0 '.#� #1�

�&#���'&1(�.# �+ #1� ��� &�%,!'#'�&

(�!��#｣ を博士 (経済学) の学位を授与するに値

するものと認める｡
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論文内容の要旨

政府や企業が競争力を維持していくためには､ 迅速

かつ高度に経済現象を分析し､ 政策決定や企業活動を

行う必要がある｡ 情報技術の発展により､ 政府や企業

は､ 膨大な生データ (数値､ テキスト､ 動画等) を収

集できるようになっており､ 生データを対象にした分

析手法が求められている｡ 生データを分析に利用する

には､ 分類の属性に対するデータが持つ意味に応じて

階層的に分類しておくことが有用である｡ 階層的分類

では､ データが分類される最下層のクラスのラベルが

データに付される｡ データが､ ただ１つの終端クラス

に分類されるデータ､ すなわち､ データのラベルが１

つ､ かつ同じ概念レベルである均一なデータであれば､

分類階層の構成法は単純で分析手法も明快であるが､

データは一般に不均一であり､ 解決すべき問題が生じ

る｡

均一なデータであれば､ 親クラスのデータはいずれ

かの子クラスに属し (充足性)､ かつ２つ以上の子ク

ラスに属することはない (排他性) という性質を満た

す｡ 充足性により非終端クラスのデータは終端クラス

の和集合で求められるので､ データの更新が効率的に

行われる｡ また､ 排他性によりデータに重複がないた

め和集合の際の負担も小さい｡ しかし､ 不均一なデー

タは充足性と排他性を満たさないため､ 効率的に処理

する分類階層の構成法が必要になる｡

第二に､ 分類したデータを分析に供する際､ �クラ

スのデータ�の解釈が問題になる｡ レベルが異なるラ

ベルを持つ不均一なデータでは､ 日本というクラスの

データは､ 日本､ 九州､ 福岡など日本またはその下位

概念のラベルを持つデータを対象とする場合と日本と

いうクラスのラベルと同一ラベルを持つデータを対象

とする２通りの解釈がある｡ また､ 複数のラベルを持

つ不均一なデータでは､ 日本以外に関するラベルを持

つ�東京､ 北京�というラベルのデータを含めるかどう

かで２通りの解釈がある｡ さらに､ データのラベルは

ラベル集合なので､ ラベル集合による問合せが必要に

なるが､ ラベル集合に対応するデータの解釈は様々で

ある｡ 不均一なデータを分析に供する際には､ どのよ

うなデータを対応させるのかを明確にしておく必要が

ある｡

第１章は､ 研究の背景と目的､ 関連研究､ 論文の構

成を述べる｡ 第２章は､ 分類階層に関する基本的な概

念を定義し､ 均一なデータで成り立つ充足性と排他性

を述べる｡ 第３章は､ 概念のレベルが異なる不均一な

データに対して､ 充足性を満たさない分類階層の構成

法を述べる｡ 同時に､ クラスのデータの解釈は､ ｢クラ

スに分類されるデータ｣ と ｢クラスのラベルと同じラ

ベルのデータ｣ の２つであることを明らかにした上で､

概念のレベルを意識した問合せに対応する分類階層を

提案する｡ 第４章は､ ラベルが複数ある不均一なデー

タに対して､ 排他性を満たさない分類階層の構成法を

述べる｡ 排他性を満たさないことで､ データの重複が

生じる問題とクラスにはそのクラスのラベルと無関係

なラベルを含むラベル集合が付されたデータが分類さ

れる問題が生じる｡ これらは､ データが複数の子クラ

スに分類された際､ そのうちの１つを選び､ 親クラス

のデータとして代表させることで対応できる｡ 第５章

は､ 第４章で対応できてないラベル集合による問合せ

について述べ､ その解決手法を示す｡ ラベル集合が問

合せに用いるラベル集合の範囲内であるデータのみを

求める際､ データが問合せのラベル集合に関係しない

クラスに分類されていないかを調べなければならない

が､ そうした演算を行わないでデータを取り出す手法

を示す｡ 第６章は､ ラベル集合の順序を導入すること

で､ ラベル集合が記述するデータを精緻に議論する｡

ラベル集合は､ ラベル集合のいずれかのラベルを持つ

のかすべてのラベルを持つのか､ ラベル集合の範囲内

かどうかの組合せで４種類のデータを記述する｡ また､

データを分析に利用する際には､ 異なるラベル集合は

異なるデータを記述し (妥当性)､ ラベル集合のデー

タはそれより上位のラベル集合によっても記述されな

ければならず (健全性)､ これらの性質についても議

論する｡ 第７章は､ ラベル集合のデータを分析に用い

る際にどのような分析対象の考え方があるかを明らか

にし､ それらが第６章の順序で記述されるデータと一

致することを示す｡ また､ ラベルの追加によってどの
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ようなデータが記述されるのかを整理することで､ ラ

ベルの追加によるデータの分析手法を提案する｡ 第８

章は､ クラスとそのデータの関連性の強さをランクと

して与えることで､ より高度なデータの指定を可能に

する｡ 第９章は､ 本論文のまとめである｡

論文結果の要旨

主査 古川 哲也

論文調査委員

�������������

副査 時永 祥三

副査 小野 廣隆

近年の情報通信技術の進歩により､ 大量のデータを

収集し蓄積することが可能となった｡ 利用できるデー

タは多様で､ 詳細なデータ分析を行うためにはデータ

の多様性をどのように扱うかが問題となる｡ 本論文は

データを階層的に分類し分析することを対象として､

データの多様性によって生じる問題を検討し､ 解決手

法を提案したものである｡

データの多様性は､ レベルが異なる粒度の問題と複

数のカテゴリに属する多重性の問題の２種類の不均一

性を生む｡ 本論文はデータが属する階層のカテゴリの

ラベルをデータに付すことで階層的な分類を表現して

データの不均一性を議論しており､ その学術的貢献は､

粒度の違いを階層構造で表現するためのデータの構成

法と問合せの処理法の提案､ 複数のラベルが付された

データに対する問合せ処理を高速化するための手法の

提案､ 経済分析での不均一データの扱いに関する精緻

な議論とラベル集合の違いによる記述データの差を用

いたデータ分析手法の提案､ データがカテゴリに属す

る強度を表現するためのデータの構成法と分析におけ

るデータの利用法の提案､ からなる｡

データの多様性に関する研究はウェブマイニングな

どの分野でも見られるが､ それらは主に情報検索を対

象とするにとどまっており､ データ分析までは踏み込

んでいない｡ 本論文は､ データ分析における不均一デー

タの扱いについて理論的基盤を与えており､ その成果

は十分な評価に値する｡ データ分析手法の提案では実

データを用いた実証までには至っていないが､ そのこ

とで本論文の意義が損なわれるわけでは決してない｡

以上の理由から､ 本論文調査会は､ 葛西正裕氏より

提出された論文 ｢�������	
����	�����	�����

�
����������������������������������	
｣ を博士 (経済

学) の学位を授与するに値するものと認める｡

実体開発をリードする優良企業は､ 秀逸な商品やサー

ビスを継続して提供する｡ それは､ 目に見えない顧客

の潜在ニーズを捉え､ そこから商品・サービスのイメー

ジを作り､ それを精密に､ 現実の商品・サービスに落

とし込む組織能力に支えられている｡

意味の組織論の領域では､ この現象を､ ｢組織は､ 循

環的意味の解釈・創造システムである｣ と定義し､ 組

織を以下のプロセスとして捉えている｡

つまり､ 組織内の個人が､ 組織内外の情報の意味を

解釈し､ 組織として共有し､ その意味に従い､ 客体で

ある商品やサービスを開発し､ 環境へ意味 (商品やサー

ビス) を投げかけるプロセスである｡

この様に､ 組織を意味づくりの主体と捉えた時､ そ

の作るべき意味を､ 自動車メーカーであれば､ 自動車

という形に客体化するし､ 飲料メーカーであれば､ 飲

みモノという客体に､ 旅館であれば､ きめ細かい従業

員のサービスという客体に作り込み､ 市場に意味とし

て投げかけるのである｡

ここから､ 競争力のある独自の商品・サービスを作

り出すことは､ 環境や自己を超越する ｢意味づくり｣

であり､ 差別化競争は､ 独自の意味づくりの能力構築

競争であると言える｡

そして､ その意味づくりのリソース (資源) は､ 組

織の日常の活動の中から生まれてくる言葉である｡ そ

れらは､ 企業活動において､ モノの見方を規定する言

葉､ 事業コンセプトを表現する言葉､ 組織の方向感を

作る言葉､ 固定概念を打破する言葉､ 作り方をつくる

言葉等､ 組織固有の言葉の事例として現場で共有され

つつ形成される｡ しかしながら､ 企業は個別具体的な

問題に直面している組織体であり､ それらの言葉は､

文脈依存的であり､ 言葉資源を生成する場と共有の仕

組みが異なれば､ ある組織の言葉資源は他には機能し

ない｡

ここが本稿の問題意識である｡ 独自の商品・サービ

ス作りには､ 独自の意味づくりが必要であり､ 独自の

意味づくりには､ 独自の言葉のマネジメントが必要で

あるという示唆が先行研究ではされているが､ 文脈依
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存的な言葉の性質を反映してか､ ｢組織内のことば｣

を操作可能な概念として定義し､ その具体的マネジメ

ント手法を整理するには至っていない｡

本研究の目的は､ 商品・サービス開発領域において､

独自の意味づくりのマネジメントを分析的な視点で捉

える事である｡ そして､ その為に､ 組織の ｢ことば｣

を､ 人モノ金と同様に､ 組織の資源と捉え､ ｢ことば資

源｣ という概念を提示し､ その資源操作 (マネジメン

ト) の方法論を探求する｡

これにより､ 今まで捉える事が難しかった､ 組織の

商品・サービス開発能力を､ 意味づくり能力という視

点で体系化し､ 新たな分析視角を提供する事が本研究

の意義である｡

まず､ 本稿では､ 組織の意味づくりを分析的に把握

するために､ 先行研究から､ 組織が組織の成員の意味

づくりに､ どの様に関与するかという視点で意味づく

りプロセスの整理を行った｡

更に､ 秀逸な商品・サービス開発に貢献する､ 言葉

のあり方 (機能面､ 表現面) に関し､ 過去の考察を整

理し､ 組織の成員の意味の解釈､ 表現､ 客体化プロセ

スに影響する特定の組織内の言葉を ｢ことば資源｣ と

定義した｡

ことば資源は､ 独自の商品・サービス開発における､

・意味の解釈プロセスにおいて､ 新しい意味の解釈視

点を与える

・意味の表現プロセスにおいて､ 商品・サービス作り

の方向性を規定する

・意味の客体化プロセスにおいて､ 組織の成員の協働

行為を促進する

機能を持ち､ 差別化の為の独自性を持つ､ 組織の意味

づくりを活性化させる言葉である｡

その資源操作への分析視角提供のため､ ことば資源

と開発プロセスでの意味づくりの関係､ 組織の意味作

り能力・外部環境適応との関係を加味し､ 動態・静態

の分析フレームを導き､ 組織の意味づくり能力の具体

的把握方法を提示した｡

次に､ この分析視角と方法論を持ち､ 個別企業に対

する調査・分析活動を行い､ 個々企業の日々の能力構

築への取り組みや､ ダイナミックな環境超越行動を明

らかにした｡

例えば､ 三和酒類では､ 競争環境対応の為､ ことば

資源を操作し､ 意味づくり能力再構築を行っている様

が明らかになった｡

ジャパネットたかたでは､ 日々繰り返される番組制

作プロセスとリンクした､ ことば資源が､ 組織能力を

研ぎ澄ましている事を分析的に把握できた｡

これらの検証を通じ､ ことば資源という分析視角が､

意味づくりの組織能力の可視化の可能性を広げ､ 今ま

で捉えにくかった､ 開発組織の意味づくり能力体系的

管理への貢献に繋がる事を提示した｡

論文審査の要旨

主査 塩次喜代明

論文調査委員

�������������

副査 久原 正治

副査 朱 穎

本論文は､ 独創性が高い企業にみられる社内での特

有のことば使いが経営を導いていることに注目し､ そ

こで駆使されていることばを経営の資源と捉え､ その

マネジメントを実証的な分析を通じて考察しようとす

るものである｡ 全６章は､ 問題意識､ 組織の資源とし

てのことば､ ことば資源の定義､ 社会構成主義とこと

ばを介した意味形成､ 実証分析と討論からなる｡

ことばを経営の資源とみる視点は新しく､ 経営学分

野では先行研究が少ないことから､ 論文では組織内で

創発的に生まれ､ 共有され､ 経営行動の指針として機

能することばを､ 企業の実態に即して分析し､ そのマ

ネジメントのロジックを解き明かすことによって捉え

ようとしている｡ まず社会構成主義的な意味形成論に

依拠して､ 組織を生産や販売を行う資源転換システム

であるよりは､ 循環的意味の解釈・創造システムと捉

えなおしている｡ その上で､ 組織で使用されるモノの

見方を規定する言葉､ 事業コンセプトを表現する言葉

や､ 組織の方向感を作る言葉､ 固定概念を打破する言

葉､ 商品やサービスの作り方を導く言葉等に注目して､

ことば資源の実態を捉えることになる｡

ここで ｢ことば資源｣ とは､ 意味の解釈プロセスに

おいて､ 新しい意味の解釈視点を与え､ 商品・サービ

ス作りの方向性を規定し､ 意味の客体化プロセスにお

いて､ 組織の成員の協働行為を促進するような機能を

発揮する個人や組織の意味の解釈､ 表現､ 客体化プロ

セスに貢献する特定の組織内の言葉である｡ このよう

なことば資源は､ 商品の差別化を促し､ 組織の意味づ

くりを活性化させるように機能することになる｡ 言い

換えれば､ ことば資源は組織の知識創造を発展させ､

企業の行動や戦略に固有の特性を生みだし､ 顧客へは

商品やサービスの独自な魅力を訴えるように作用する

のである｡ このことは､ 三和酒類やジャパネットたか

たでの聞き取り調査を踏まえて､ ことば資源が社内の

意味形成を促し､ 組織の統合と創造性に作用している

ことが､ 実証的に明らかにされている｡
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これまで経営認識論や知識創造企業ではことばの重

要性が取り上げられていたが､ それを商品開発に結び

付く経営の資源としてとらえることは殆どなされてこ

なかった｡ 本論文の意義はこのミッシングな領域を埋

めた点にあり､ インテンシブな聞き取り調査で意味の

形成プロセスの解明に取り組んだ点は大きな貢献であ

ると評価できる｡ 以上の調査結果を踏まえて､ 論文調

査委員会は､ 本論文を博士 (経済学) の学位に値する

ものと判断する｡

論文内容の要旨

本研究は､ 地域イノベーション・システム

(�������	
����������������｢�
｣ と略す) に関し

て､ 従来研究では手つかずとなっている理論的・方法

論的な視点に着目し､ 新たな研究パースペクティブを

提起することを目的としている｡

�
研究については､ 分析アプローチとして､ 地域

システムの境界を物理的な与件として措定する従来の

研究に見られる静態的な見方に止まるだけでは十分で

はない｡ このため本研究では､ 新たに動態的な見方が

あることを提出する｡ �
概念の本質的な理解のため

には､ 方法論の点で静態的な見方の有効性を認めつつ

も､ 行為主体の存在や主体間の相互作用の点から､ 動

態的なアプローチによる､ システム境界をダイナミッ

クに捉えようとする見方の重要性を提起する｡ ｢静態｣､

｢動態｣ という２つの理論的・方法論的な見方を議論

すると同時に､ それぞれの分析アプローチに基づいて､

実際にデータを用いた定量的な政策分析､ 及び事例の

分析を行っている｡

静態的分析アプローチは､ 地域を行政上の単位やそ

の他の物理的な空間的範囲として把握することをあら

かじめ研究の前提にした立場である｡ これに対しても

う一方のアプローチである動態視点は､ 境界を所与と

するのではなくイノベーションやこれに関する相互作

用を実際に行う行為主体に着目している｡ 主体の動き

や行為に注目しそのプロセスを明らかにする作業を通

じて､ 地域境界がダイナミックに変化するという点を

主張する｡ このことにより､ 新たな�
観を提起する

ことをねらいとする｡ 地域的なバウンダリーを固定的

ないし所与とする認識前提を乗り越えようとする見方

である｡

本研究では､ 静態・動態という２つの分析視点に基

づいて､ 実際に分析・考察を行う｡ 静態的なアプロー

チでは､ �
の概念検討､ 定量分析モデルの構築と実

証分析を行う｡ 動態アプローチについては､ まず行為

主体である企業のイノベーション決定要因に関する分

析を行った後､ 企業のイノベーション・プロセスに関

して地域中小企業を対象として２つの事例により考察

する｡

章構成とその対応関係は､ 以下のとおりである｡

論文は９章から構成する｡ まず第１章として問題提

起が示される｡ 続いて第２章では先行研究を行う｡ 既

存研究の議論を参考にしながら､ 本章で設定する問題

を解くための視座を定める｡ 第３章では､ ２つのアプ

ローチや研究の枠組み・デザインやデータについて説

明する｡

第４章と第５章は､ 静態的なアプローチによる理論

構築と実証分析である｡ 日本における�
のパフォー

マンスを評価・測定するために必要な概念モデルの構

築と都道府県を分析対象とした政策分析である｡ 第４

章ではシステム概念の検討やマイケル・ポーターらの

既存研究におけるフレーム・ワークの検証を通じて

�
の概念モデルを構築する｡ モデルの構築は､ 組織

論の学説展開における研究成果である能力概念を参照

にしつつ３階層の概念的フレーム・ワークを提起する｡

第５章では､ このモデルに対応した変数データを用い

た定量分析を行っている｡ 民間資源が大きな要因となっ

ていることが示唆されるが､ 相互作用の点では､ 制度

的側面､ オープン特性のそれぞれがパフォーマンスへ

どのように結び付くかなどが示される｡

続く第６章から第８章にかけては､ 第４章・第５章

で行った静態的なアプローチに対して�
研究の動

態的な見方について検証と議論を展開している｡ 第６

章ではその予備的分析として､ 企業を分析対象とした

アプローチである｡ 地域企業のサンプルデータを用い

て組織論やイノベーション研究の提出されてきた諸概

念をもとにイノベーションの成果と関連付けた分析が

行われ､ 企業のイノベーション・プロセスにおける知

識フローの要因が説明される｡

第７章と第８章はフィールドワークによる企業(九
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州地域の中小製造)の２事例を取り上げて分析を行う｡

第６章でみるクロス・セクショナルな分析を踏まえて､

企業の新製品開発の取り組みなどから主体のイノベー

ション (ビジネス)・プロセスを時間展開において位

置づけている｡ 第７章では､ 熊本県八代市の櫻井精技

株式会社を取り上げている｡ 半導体産業の勃興と同社

成長という産業と組織の共進化の過程を地域的な文脈

の中で考察する｡ 顧客や大学､ 公的研究機関とのイン

タラクションを知識フローや学習の視点から記述する｡

次いで第８章は､ 福岡県古賀市に本社を置く株式会社

西部技研の事例である｡ 大学発ベンチャーとしての創

業にはじまった開発型の企業が､ いかにしてグローバ

ルな市場適応を果たしていったか､ 同社の省エネ製品

開発を分析対象としてそのイノベーション・プロセス

を記述する｡

第９章で本研究を結ぶ｡ ここまでの議論をまとめた

上で､ その意味するところを論じている｡ 本研究が提

出する���概念とは､ イノベーションの中心的な担い

手である企業と他のアクターとの相互作用が形成する

地域的なネットワークを､ システムとして捉えたとき

に与えられる全体像である｡ このシステムの境界は､

アクター間の相互作用を通じてダイナミックに変化す

る特性を有しており､ その意味で���は､ 構成要素で

ある行為主体の作動によって自己言及的に生成される

意味論的空間として捉えることができる｡

本研究から得られる理論的､ 実践的インプリケーショ

ンは､ それぞれ次の通りである｡

理論的含意は､ 近接性と補完性という２点に関して

いる｡ 実践的含意は､ 地域イノベーション政策におけ

る境界のマネジメントに関するものである｡

今後の課題としては､ 企業の境界を越えて動く知識

フローを活用する ｢オープン･イノベーション｣

(����	
����2003�2006)の概念など､ イノベーショ

ン・プロセスに関する諸研究と統合的な形で､ ���の

動態的な見方について考察を行うことが考えられる｡

論文審査の要旨

主査 塩次喜代明

論文調査委員

�������������

副査 久原 正治

副査 朱 穎

本研究は､ 地域イノベーション・システム

(�������������������������｢���｣) を､ 定量的な統

計データによる多変量解析と､ 企業のイノベーション・

プロセスの事例分析によるトライアンギュレーション

によって､ 先行研究の蓄積の乏しい理論的・方法論的

な視点に着目し､ 新たな研究パースペクティブを提起

することを目的とする全９章からなる論文である｡

論文では､ 地域を行政上の単位やその他の物理的な

空間的範囲として把握した定量的な静態的な分析と､

地域の境界を所与とするのではなくイノベーションや

これに関する相互作用を実際に行う行為主体に着目し

て､ 地域境界がダイナミックに変化することに注目し

た動態的な分析とが展開される｡

静態的な分析で注目されるのは､ ���では行政等が

注目してきた制度的側面よりも､ 民間資源が貢献して

いることが統計的に有意に確認されたことであり､ こ

のことは���の政策に重要な問題提起となっている｡

動態的な分析では､ 企業の新製品開発の取り組みな

どから行為主体のイノベーション (ビジネス)・プロ

セスを分析し､ ���はイノベーションの中心的な担い

手である企業と他のアクターとの相互作用が形成する

地域的なネットワークを､ システムとして捉えたとき

に与えられる全体像として捉えるべきことが主張され

る｡ それゆえに､ このシステムの境界は､ アクター間

の相互作用を通じてダイナミックに変化する特性を有

しており､ その意味で���は､ 構成要素である行為主

体の作動によって自己言及的に生成される意味論的空

間として捉えることができると結論している｡

本論文は､ 国の重要な政策課題である���が地域の

企業にもたらすイノベーション効果を実証的に解明す

る研究として大きな貢献になっていること､ 多変量解

析による計量分析と個別の企業のイノベーション・プ

ロセスの定性的分析による研究は学術的に評価できる

内容になっていること､ そして結果的に示唆される政

策的な含意の重要性など評価できる点は多い｡ 以上の

調査結果を踏まえて､ 論文調査委員会は､ 本論文を博

士 (経済学) の学位に値するものと判断する｡
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我が国は､ 2007年に経済危機に直面した｡ 大学の新

卒者の採用市場は､ 企業業績や雇用環境の悪化などの

影響を受け､ 買い手市場へ転向した｡

就職活動は､ 長期化､ 複雑化し､ 学生には主体的行

動力がなければ厳しい就職活動を乗り越え､ 職業社会

へ移行することが困難になった｡ 移行を困難にする要

因の一つは､ 学生の立場の変化である｡ 職業社会に足

を踏み入れたことによる立場の変化は､ 学習スタイル

等あらゆることを急激に変化させる｡ しかし､ 社会で

生きていくためには､ それを乗り越えていかなければ

ならない｡

大学側には､ 広範な学生の意識を変革させ､ 学生生

活の中で主体的に行動し､ キャリア形成に取り組むこ

とができる環境をいかに用意するのか―この課題を念

頭に置いて､ 学生を社会に送り出す環境改善に努める

ことが求められている｡

本稿は､ 高等教育機関におけるキャリア形成に関し

て､ 単に職業社会を知る機会の提供としての職業教育

ではなく､ 学生が知識を持ち合わせていなくても､ 大

学組織内で働きながら学び続けるキャリア形成のフレー

ムワークを提示することを目的としている｡ それによっ

て､ 学生のキャリア形成にとって何が意味を持つのか

を明らかにしたいと考える｡

大学の対応として､ 学生による学生支援を担う学生

アドバイザー (��) 組織を大学内に確立することによっ

て､ ①学生自身が立場を変えて大学内組織で働くこと

は､ 学生の職業観を醸成し､ ②学生による組織学習は､

学生の主体的行動を促進するのかを検討する｡

まず､ 実践研究に先立ち､ 我が国のキャリア教育に

関する先行研究の歴史を概観することによって､ 大学

におけるキャリア形成の課題領域を探る｡ 続けて､ 若

年者の労働市場と進路指導に関する先行研究と米国の

キャリアの実践を支える基礎理論を援用した実践研究

の成果に注目する｡ 先行研究で重要視されている諸理

論についてまとめ､ 学生主体のキャリア形成に応用す

べき理論と組織学習の必要性について探り､ 事例研究

に重要なカギとなる操作仮説設定に役立つ､ 理論的基

盤を確立する｡

次に､ 大学の日常空間にキャリア形成の場を創造す

べく､ これに関連した理論について論じる｡ その中心

理論は職業観醸成と組織学習に関連する理論体系であ

る｡ また､ ��の行為の変化については､ トランジショ

ン・サイクルというフレームワークを援用し､ 学生個々

人の認識や学びがその組織の発展に与える影響につい

て理論的に解釈することを目指す｡

その上で､ ��活動の参与観察を展開する｡ 現代の

学生の主体的行動へ発展する動機づけの文脈として､

学生の自己概念の変容・再構築が��という場の特徴

とどのように関連して成立するのかを具体的に検討す

る｡ なお､ 参与観察に加えて､��の活動前後にアンケー

トを実施し､ 職業観のどのような側面が醸成されたの

かを考察する｡

このようにして､ ��活動の構造に迫ったことによっ

て明らかになった本稿の独自の成果は､ 次のとおりで

ある｡

まず､ 学生組織の場合は､ 組織が発展する段階の繋

ぎ目において､ 談笑や配慮的リーダー､ 支えあい・認

め合い精神､ 自問自答､ 誇りといったメンタル的な側

面と､ 目標設計や対話､ 技術・ノウハウ (仕事のやり

方や進め方) の蓄積作業､ 仕事の客観視・外部からの

評価､ といったテクニカルな側面の双方が､ 学習習慣

に効いていたことが明らかになり､ 研究成果のひとつ

として､ 学生独自のキャリア・トランジション・サイ

クルを描き出すことができた｡

そして､ ��は､ 学生組織ならではの特徴として､ 新

しい役割に挑戦する度に不安という言葉を口にした｡

しかし､ 不安を抱えながらも個々人が自らの態度を変

容させながら挑戦する仲間の姿は皆の誇りとなり､ 自

分の可能性を信じ続ける源となり､ 挑戦することのす

ばらしさを称えあう場が形成されていった｡ これら

のことから､ 現代の学生の主体的行動へ発展する動機

づけの文脈として､ 学生の自己概念の変容・再構築が

��という場の特徴とどのように関連して成立するの

かを具体的に示すに至った｡ つまり､ 学内で働く経験

を経て意識変革を果たした学生の態度変容は､ 周辺学

生を巻き込み､ 広く学生の意識変革を大学全体に拡張

することが明らかになった｡

以上をもって､ 本稿は､ 学生が組織学習から主体的

に学ぶ行動習慣を育むと､ 自ら態度変容のきっかけと
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なる場を創造することを明らかにし､ 高等教育機関に

おける新たなキャリア形成の意味を提示した｡

論文審査の要旨

主査 塩次喜代明

論文調査委員

�������������

副査 久原 正治

副査 小津稚加子

本論文は､ ある私立大学で取り組まれている学生の

就職等の支援を担う学生アドバイザー (��) 組織の活

動に注目し､ 学生がその組織に参加して仲間である学

生に対して就職を始め様々な支援活動を展開すること

を通じて､ キャリアをどのように形成しているかを､

参加観察を通じて､ 主にキャリア・トランジション・

サイクル理論を拠り所にしつつ､ 実証的に明らかにし

ようとするものである｡

��には時間給が与えられるものの､ 特別に選抜さ

れて任命されているわけではない｡ 基本的には他の学

生と同等の知識と経験しかもたない言わば普通の学生

でしかない｡ 大学は��の活動を詳細に規定している

わけではないので､ ��は支援のあり方を協議して､

実行策を具体化して取り組むことが求められており､

学生による主体的で積極的な活動がなければ､ ��は

成果をあげることはできない｡

論文では､ このような��の組織が､ 結果的に職業

社会を直接に知り､ 自らの職業観を醸成し､ 社会的生

活能力というキャリアを形成する場になっており､ そ

こで展開される学生による創発的な学習がキャリア形

成に大きな意味を持つことを明らかにしている｡ 個人

が実際に組織で働く体験をし､ それに付随する学習を

繰返すことによって､ 働くことと社会で役割を持つこ

とを理解する創発的な学習にキャリア形成を捉えよう

とする指摘は､ 大学当局による職業情報を提供するこ

とになりがちな上からの目線と一線を画する主張になっ

ており､ キャリア形成論に重要な意味をもっている｡

本論の背景には多年にわたる膨大な事例やアンケー

ト調査があり､ 得られた事実は政策的な含意に富む確

かなものになっていることも指摘しておきたい｡

以上の調査結果を踏まえて､ 論文調査委員会は､ 本

論文を博士 (経済学) の学位に値するものと判断する｡

論文内容の要旨

本論文は､ 2000年以降から2007－08年の世界金融危

機後に至る時期の中東欧諸国 (スロバキア､ チェコ､

ポーランド､ ハンガリー) とバルト３国 (エストニア､

ラトビア､ リトアニア) を対象に､ 当該地域が経験し

た成長と危機の統一的把握を通じて､ ��という地域

的経済統合の枠組みの中で展開されてきた���主導

型経済成長のパターンを類型化し､ 当該エリアにおけ

る安定的成長を支える諸条件を明確化することを大き

な目標としている｡

これら地域の間には､ 2001年から2007年までの経済

成長のパターンに明らかな相違があった (バルト３国

のこの期間の年平均成長率は約8	0～9	0％｡ 対して中

東欧４カ国は約3	8～6	2％)｡ 2007年以降の世界金融危

機はエリア全体の高成長軌道を一時的に破壊したが､

金融危機の発現形態にも大きな地域的相違があり､ バ

ルト３国とハンガリーの状況は特に深刻であった｡ 中

東欧と一括りにされる当該エリア内において､ 成長の

パターンと危機の発現形態には､ 明確に異なる複数の

型が存在したといえる｡ こうした相違が､ いかなる経

済的要因によってもたらされているのかを示すため､

本論文では (1) 直接投資(以下では���と表記) の流

入先産業の特徴 (製造業か不動産･金融業か)､ (2)

���を含めた資本流入パターン全体の特徴 (①���流

入､ ②���
証券投資､ ③���
銀行借入)､ (3) ���を

通じて現地展開した外資系銀行の行動という三つの視

角から中東欧諸国・バルト３国を類型化し､ 危機前の

経済成長の本質と2007年以降の危機の統一的解明を目

指した｡

第１章では､ 1990年代の市場経済移行と2004年の

��加盟までの過程について概観し､ 2000年代の高成

長の初期条件について概観している｡ そこでは､ 中東

欧・バルト３国における市場経済改革と��加盟基準
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の達成が他の東欧諸国より比較的短期間に進展した背

景として､ ｢���主導型経済成長｣ を位置づけ､ そう

した戦略が当該エリアにおいて有する意義について検

討している｡

第２章では､ ���の投資国・産業部門別の分析によ

り､ ①��コア諸国からの製造業向け���が重要であ

る中東欧３国とリトアニア､ ②比較的多様な投資国か

らの広範な���を受入れながら国内経済への���の

浸透度が低かったポーランド､ ③北欧諸国からのサー

ビス業向け���を受入れたエストニアとラトビアと

いう類型化を行い､ それぞれの地域の経済成長パター

ンの相違を説明するための基本的な枠組を提供しよう

と試みた｡ 続く第３章では､ 金融部門への���を通じ

て確立された中東欧・バルト３国の外資主導型銀行制

度の背景と特徴について検討した｡ ��域内他国銀行

によるリテール部門への現地化が決定的に進んでいる

当該エリアにおいて外資主導型銀行制度が��統合の

脈絡においていかなる独自性を有しているかについて

考察している｡

第４章では､ ���を含めた資本流入パターン全体に

ついて考察を行い､ ①���が最も重要なシェアを一貫

して示す中東欧３カ国 (スロバキア､ チェコ､ ポーラ

ンド) に対して､ ②ハンガリーでは���流入に続き

2003－06年の間に ｢証券投資｣ の形態での資本流入が

拡大した一方､ ③バルト３国では���流入に続き2004

年以降 ｢その他投資｣ が急激に拡大したを明らかにし

た｡ また､ 危機前の成長期における銀行市場の展開を

考察し､ ①中東欧３カ国では信用膨張自体が (それゆ

え外貨建て貸出の拡大も) 見られなかったこと､ ②ハ

ンガリーでは外貨建て貸出が大きく拡大していたこと､

③バルト３国では住宅市場のバブルと結びついた外貨

建ての貸出の急増が観察されることを､ それぞれ示し

た｡ 次に危機の発現形態の相違に着目し､ ①中東欧３

カ国では西欧系の外資銀行が伝統的な資金源泉である

現地預金に依拠した貸出を行っていたため､ 信用膨張

または外貨建て貸出の拡大が限定的で､ 世界金融危機

を安定的に乗り切ったこと､ 他方で③バルト３国に展

開した北欧系外資銀行は､ 本国からの資金に過度に依

存して外貨建て貸出を増大させた結果､ 危機下で現地

貸出が減少し脆弱性を露呈したこと､ ②ハンガリーに

おいても､ 後者のパターンに近かったことを明らかに

した｡ 第５章では､ ｢���主導型経済成長｣ に隠されて

いた ｢成長の歪み｣ が観察されたバルト３国に焦点を

絞り､ 当該エリアにおいて金融・不動産に偏向した

���流入から信用膨張と不動産市場のバブルまでの展

開を促した主な要因を整理した上で､ 2007年以降の急

速な信用収縮について考察を行った｡

最後の第６章では､ バルト３国で信用膨張に対する

適切な金融監督が��レベルで実施されなかった要因

として､ 当時の��の分権型の規制監督体制が有して

いた諸問題や､ 新たに��に加わったバルト３国側の

監督当局の未成熟等について検討し､ ��レベルでの

金融規制・監督体制の一層の強化やバルト３国･北欧

諸国の監督当局間の相互協力強化の動きについて論じ

ている｡

以上､ 本論文では､ 先行研究で示された��の西欧

諸国と移行経済諸国(中東欧・バルト３国)との間の

｢繁栄の構造｣ を支えた生産と金融の二つの柱､ 即ち

���を通じて構築された ｢��域内市場志向的生産シ

ステム｣ と､ 金融���を通じて構築された ｢金融ネッ

トワーク｣ との双方に同時に着目することで､ 前者と

後者との間のウェイトの相違､ および後者における

｢西欧銀行ネットワーク｣ と ｢北欧銀行ネットワーク｣

との振舞いの相違が､ 当該エリアの成長と危機のパター

ンにヴァリエーションを与えたことを明らかにした｡

結果として､ 従来 ｢中東欧｣ と一括りに分析されてき

たエリアが内包していた､ 成長と危機の異なるパター

ンを示すことができた｡

���主導型経済成長の諸パターンの中でも､ ｢��域

内市場志向的生産システム｣ の生産側のコアに位置す

る中東欧３カ国は､ 世界金融危機を安定的に乗り切っ

た｡ 従って､ 中東欧・バルト海諸国において世界金融

危機の打撃を受けたのは､ ��加盟を通じた ｢���主

導型経済成長｣ それ自体ではなく､ 2000年代の前半に

特定国・エリアに累積された各種の ｢成長の歪み｣ に

他ならなかった｡ 金融・不動産に偏向した���流入､

���との比較で他の形態の資本流入の増大､ 北欧銀行

系の ｢金融ネットワーク｣ がもたらした信用膨張－こ

れら全ては､ 2007年までのバルト３国の極めて高い成

長とその後の深刻な危機との双方を説明するものであ

ることを本論文は示した｡ 以上より､ 当該エリアの

���主導型経済成長にとって重要な諸条件を明らかに

することができたと考える｡

論文審査の要旨

主査 岩田 健治

論文調査委員

�������������

副査 石田 修

副査 篠�� 彰彦

本論文は､ 2004年に�� (欧州連合) に加盟した中

東欧･バルト３国経済が2000年代に経験した���(直
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接投資) 主導型の経済成長と金融危機について分析し､

安定的成長の条件について金融規制監督の視点から考

察を行っている｡

本論文は第１に､ 従来��経済研究において ｢��

新規加盟国｣ として一括されることが多かった中東欧

とバルト３国という２つのエリアが2000年代に経験し

た成長と危機のパターンの明確な相違についてとりあ

げ､ その理由を明らかにしている｡ 第２に､ 2007年以

降にバルト３国が経験した深刻な危機について､ 北欧

の銀行が当該エリアに構築したネットワークによる外

貨建て信用膨張によって支えられた住宅市場バブルの

崩壊によるものであることを明確に示している｡ 第３

に､ 世界金融危機後の��金融規制監督システムの改

革を巡る議論が米国 ｢影の銀行制度｣ との関係を中心

とするものであったのに対して､ 本論文はバルト３国

を対象とした現地聞き取り調査をもとに数多くの知見

をもたらしている｡ 全体として本論文は､ 西欧生産ネッ

トワークへの編入､ 西欧･北欧銀行からの ｢金融���｣

受入れ､ ユーロ導入といった､ 地域的経済統合に依拠

した当該エリアの基本的な経済発展戦略自体が危機を

もたらしたのではなく､ そうした戦略が追求される際

の��の制度的枠組み(��金融規制監督体制等)に問

題があったことを明らかにしている｡

こうした本論文の内容は､ どれも��経済研究の分

野に新しい知見と明快な論点をもたらしており､ また

関連する諸分野に対しても有意義な示唆を与えている

ものと評価できる｡ いくつかの対象国に関するより立

ち入った分析や世界金融危機の全体構造の中での位置

づけなどについて一層の解明が望まれるが､ これらの

点は本論文の価値を損なうものではなく､ 今後追求す

べき課題に属する｡

以上のことから､ 本論文調査委員会は､ バニンコバ

エバ氏より提出された論文 ｢��拡大と中東欧・バル

ト３国経済―地域的経済統合下の���主導型経済成

長の諸条件―｣ を博士 (経済学) の学位を授与するに

値するものと認める｡

論文内容の要旨

本論文は､ 収益力がいつおよびどのようにして価値

の評価基準となったのかについて､ 学説史的な観点か

ら20世紀前半の米国を対象に分析している｡ 現代では､

収益力や将来のキャッシュフローは価値評価において

必要不可欠な要素である｡ しかし収益力がそのような

重要性をもつようになった背景や変遷についての分析

は少ない｡ 本論文の構成と内容は以下の通りである｡

序章では､ 先行研究をまとめたうえで､ 本論文の問

題意識や分析視角を示した｡

第１章では､ 19世紀末から20世紀初頭を対象とし､

第１次��	運動や独占企業の設立の中で､ 収益力に

関してどのような議論が行なわれていたのかをみた｡

当時では､ 独占企業が将来獲得すると期待される超過

収益力が普通株発行の裏付けとされた｡ 取得原価等で

測られる資産そのものの価値に対する証券発行総額の

超過分は､ そのような収益力と比較して適正と判断さ

れた｡ この時期には収益力に関する議論があり､ その

意味で収益力という考え方が新たな評価基準になりつ

つあった｡

第２章は､ 主として1910年代を対象に､ 第１次

��	運動期後において収益力の理論的位置づけがど

のように変化したのかをみた｡ 第１次��	運動で誕

生した独占企業が設立前に期待された収益を十分にあ

げることは実際には難しかった｡ 1910年代に株式会社

化した企業は将来の収益力に基づいて大量の証券を発

行することは殆どなかった｡ そのため､ 収益力は

��	運動というブームの中で社会的な関心を集めた

ものの､ 価値評価基準としての支配的な位置にまでは

発展しなかった｡

第３章は､ 1920年代を対象とし､ 第２次��	運動

と株式ブーム期における収益力を取り上げた｡ 第２次

��	運動の特徴の１つは垂直的結合であり､ 企業の

純利益に基づく企業価値の評価が必要となった｡ 株式

ブームを受けて､ 株価を配当だけではなく内部留保を
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含めた純利益によって説明する議論も登場した｡ その

ような中で､ 企業の純利益を資本還元することで企業

価値を評価する考え方が登場した｡ この時期に収益力

に基づく価値評価がより一般性をもつようになったと

いえる｡

第４章は､ 大恐慌期を対象に､ 収益力がどのように

考えられていたのかについて考察した｡ 1930年代の普

通株価の下落をみると､ 資産額や配当額よりも利益額

との関係が強かった｡ 改正破産法の成立や再編成企業

の社債補償などをみると､ 裁判所や公的な委員会にお

いても次第に収益力をベースに企業価値が捉えられる

ようになった｡ 収益力に基づく価値評価に関する議論

も現れはじめた｡ まさにこの時期に価値評価基準とし

ての収益力が社会的ないし一般的に定着したといえよ

う｡

第５章は､ 大戦後から1960年代までを対象に､ 収益

力がその後さらにどう展開したのかについてみた｡ 株

価の上昇により株式利回りや株式益回りが債券利回り

を下回る現象が生じた｡ 第３次���運動において､

企業が利益を高めるために企業を買収し､ 市場が収益

力の上昇を期待してそのような企業の株価を高く評価

することで､ コングロマリット型���が進んだ｡ 理

論では企業価値評価に関する議論が増え､ 資本構成を

純利益との関係で論じるものもあった｡ 営業利益を資

本還元することで企業価値を求める議論も登場した｡

収益力はますますその重要性を増すこととなった｡

終章では､ 本論文の結論と意義について述べた｡ 本

論文の結論は以下の通りである｡

まず､ 20世紀前半の米国において､ 収益力に基づい

て価値を評価する考え方が登場し定着したことである｡

19世紀末から20世紀初頭にかけて､ すでに収益力に基

づいた価値評価の議論が存在していた｡ しかし､ 1907

年恐慌以降の､ 独占企業の不振は､ 期待された収益力

が実現しなかったことを意味した｡ 1920年代に入ると､

第２次���運動や株式ブームの中で､ 改めて収益力

を価値評価の基準とみなすような動きが生じてきた｡

大恐慌期には､ 公的な立場においても収益力を重視し

だす動きが現われた｡ 大恐慌期のような経済がひどく

停滞している時期においても､ 収益力は価値評価の基

準としての位置を失わず､ それゆえ一般的にも定着し

たとみなすことができよう｡

次に､ 収益力が意味する中身が変化したことである｡

収益力に対する考え方の変遷に伴い､ 超過収益力から

純利益､ さらには営業利益へと変化した｡ 超過収益力

は､ あくまでも独占を前提とした企業の収益の一部に

過ぎない｡ 純利益になると､ あらゆる企業が収益力に

基づく企業価値評価の対象となりうる｡ さらに､ 利子

を含めた営業利益の資本還元へと､ 理論的に発展して

いった｡

収益力で価値を評価することが当たり前の考えになっ

てしまった現代では､ 極端にいえば､ 様々なものの価

値がそれらから得られると期待される収益に従って評

価されることになる｡ いうなれば､ 収益力という将来

の不確かなものに基づいて金融取引を行なうことこそ

が金融の最も重要な問題の１つであろう｡ 本論文は20

世前半の米国を対象とすることで､ 企業の収益力を資

本還元の対象としていく段階を捉えることができた｡

論文審査の要旨

主査 川波 洋一

論文調査委員

�������������

副査 稲富 信博

副査 岩田 健治

企業合併買収運動や証券化等の現象において､ 価値

評価の基準としてキャッシュフローが重要な役割を果

たすことがある｡ 本論文は､ 価値評価のオリジナルな

アイデアである収益力に注目し､ 20世紀前半の米国に

おける主要な論者の議論を企業の合併財務や公益事業

会社の証券発行といった現実と対応させながら､ 価値

評価の基準が資産から収益力へと変遷していく過程を

追跡したものである｡

本論文の貢献は以下の３点にある｡ 第一は､ ��ヴェ

ブレン､����ミード､	�フィッシャー､
���ラフ､����

バッジャー､ ����デューイング､ ���ウィリアムズと

いった代表的な論者の収益力に関する考え方を丹念に

追跡したことである｡ 特に､ デューイングの代表作で

ある ������������������������������� の第２版

(1926年) から第３版 (1934年) への改訂の過程におけ

る収益力概念の理論的彫琢の内容を解明したのは重要

な貢献である｡ 第二に､ 収益力の定着過程が20世紀前

半の企業合併買収運動や公益事業会社の活動､ 金融市

場や銀行融資の動向と関連付けて追跡され､ 1930年代

の不況期に収益力が企業価値の評価基準として定着し

た事実を明らかにしたことである｡ 第三に､ 本論文で

は､ 資本還元の基礎となる収益の源泉に関する各論者

の理解が､ ｢配当｣ からこれに内部留保を加えた ｢純利

益｣､ さらにはこれに利子を加えた ｢営業利益｣ へと転

換していく過程が明らかにされた｡

本論文は､ 現代金融に特有な現象を理解する鍵とな

る収益力という考え方が､ いつ､ どのようにして生成・

定着したかについて､ 丹念な学説の整理と当時の現実
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との対比を通じて明らかにしている｡ 収益力なる考え

方の第二次世界大戦後の展開に関する考察という課題

を残すとはいえ､ これは本論文の価値を大きく損なう

ものではない｡

以上の理由により､ 本論文調査委員会は､ 宇土至心

氏より提出された論文 ｢収益力と評価論の展開―20世

紀前半の米国を中心に―｣ を博士 (経済学) の学位を

授与するに値するものと認める｡

論文内容の要旨

本論文は､ 過少消費および帝国主義の論者として断

片的に知られたイギリスの経済社会学者����ホブスン

の経済社会論の著作の言説に注目し､ その内容を ｢人

間福祉の経済学｣ という歴史理論の型と把握し､ その

政治・政策思想の意義をイギリスのニュー・リベラリ

ズム (新自由主義) の思想史のなかで解明したもので

ある｡

そのため第Ⅰ部では､ ホブスンの言語のコンテキス

ト分析に基づいて ｢経済社会論の歴史型｣ が抽出され､

第Ⅱ部ではイギリスのニュー・リベラリズムにおける

ホブスンの思想的特質を､ 同時代の社会改良思想と対

比している｡

第Ⅰ部は ｢人間福祉の経済学｣ に収斂するホブスン

の経済社会論の歴史的特質の解明である｡ それは市場

不均衡の認識を基盤とするホブスンの経済社会論の動

態的性格の解明となっている｡ その作業は1890～1900

年代の初期著作群に内在するものであり､ ここで解明

されているのは①生産－消費のマクロ不均衡認識に基

づく ｢市民の消費｣ を基軸とする経済社会の動態 (第

１章)､ ②独占形成と絡む新しい機械観に基づくルー

ティンとアートの ｢労働の二重性｣ 把握と古典派分配

論の変容 (第２・３章)､ ③ラスキン論を梃子とした

経済社会論の静態から動態への転化 (第４章)､ ④社

会進化論の経済社会分析への適用 (第５章)､ ⑤新国

民経済が(新)自由主義を基盤として帝国主義論となる

世界経済分析への視座の展開 (第６章) であり､ その

間のコンシステントな歴史的論理体系である｡

第Ⅰ部の意義は､ ①アダム・スミス､ デビッド・リ

カードウ､ ���ミル等古典学派経済学派の唱えた経済

理論の組み替えの分析､ ②独占と景気変動 (大不況)

という新資本主義の現象に直面し､ 経済社会史研究の

新しい成果を取り入れて形成された経済社会論､ ③経

済の不均衡構造認識に立脚する ｢経済社会｣ の統合的

な動学理論の解明にある｡ このようなホブスンの歴史

的理論の型の抽出により貧困問題や帝国主義といった

時代の ｢課題｣ に迫れない､ アルフレッド・マーシャ

ルやセシル・アーサー・ピグー等ケンブリッジ学派と

対抗的な ｢経済と国家および社会が統合された歴史的

な経済社会論｣ としてホブスンのニュー・リベラリズ

ムのコアとなる特質が解明された｡

第Ⅱ部は､ 第Ⅰ部で析出された ｢人間福祉の経済学｣

の経済社会理論の型を基準とし､ 19世紀末イギリスに

おける新自由主義の変容の中でのホブスンのニュー・

リベラリズムの政治・政策思想の意義が人間・市場・

国家・社会の要素分析により解明されている｡

すなわち第９章では､ 19世紀イギリス自由主義の起

源となる急進主義者ジョレミー・ベンサムおよび���

ミルの功利主義的国家論の要素が､ 言語のコンテキス

ト分析から解明され､ 自由保守主義者ウォルター・バ

ジョットの国家論の要素と対比され､ 第10章ではこれ

らを継承・変容させたヘンリー・シジウイック､ アル

フレッド・マーシャル､ 慈善組織協会 (���)の国家

論の要素と比較されている｡

さらに第11章では､ 世紀末の ｢経済社会論｣ を統合

するイデオロギーとしての社会進化論に注目し､ ホブ

スンの新自由主義の特質を浮かび上がらせている｡ こ

こでダーウィンとスペンサーの社会進化論､ ��	�ハク

スリーの ｢倫理の進化｣ が分析され､ 
�	�マロックの

｢貴族の進化｣ およびホブスンの社会進化論が対比さ

れている｡ ここでホブスンのニュー・リベラリズムに

おける ｢経済社会の制度アプローチ｣ の特質が浮かび

上がっている｡

第12章では同時代の社会改良思想としてのフェビア

ン協会の集産主義､ ホブスンに近いウィリアム・クラー

ク､ 距離を置くドニー・ウェッブの政策思想が比較さ

れ､ ホブスンのニュー・リベラリズムのコアとなる政

治・政策思想の特質が抉り出されている｡

ニュー・リベラリズムは20世紀に入り政治・政策を

誘導する思想となるが､ 世紀初めにその内容は自由帝

国主義､ 社会民主主義､ 自由経済放任主義､ 社会帝国
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主義と分岐する｡ そこで第８章および第13章では､ 経

済分析と民主的な社会分析が融合した新自由主義の政

治・政策思想のイデオロギー要素を分析するため､ジャー

ナリズムにおけるホブスンの言論活動が解明され､ 第

14章および第17章では､ ホブスンの盟友レオナルド・

ホブハウスおよび一面的な継承者ケインズのニュー・

リベラリズムとの対比が試みられている｡

最終の第15章では1920年代における新古典派経済学

経済政策思想の学説批判が吟味され､ 第16章ではこの

時期 ｢人間福祉の経済学｣ として完成されるホブスン

の政治・経済政策の具体的な吟味に立ち至っている｡

以上本論文は､ 近年英米でホブスンの理論やビジョ

ンの一面的解釈を批判して進んだ､ リビジョナルなホ

ブスン再評価の先行研究を踏まえ､ ホブスンに独自の

歴史的な済社会論の型を析出し､ ニュー・リベラリズ

ムの政治・政策論と評価されるホブスンの経済社会論

を ｢人間福祉の経済学｣ として抉り出した｡

第７章 (補論１) および第18章 (補論４) は､ 英米

における最近のホブスン研究の包括的なサーベイラン

スである｡

論文審査の要旨

主査 関 源太郎

論文調査委員

�������������

副査 磯谷 明徳

副査 荒川 章義

19世紀末のイギリスにおいて､ 従来のリベラリズム

に替わってニュー・リベラリズムという思潮が台頭し､

戦後福祉国家の思想的一源流ともなった｡ ニュー・リ

ベラリズムの研究は､ 1970年代に市場原理の徹底化を

高く掲げる､ いわゆるネオ・リベラリズムの台頭を背

景に､ 近年､ 活発化することになった｡ この新しい��

クラーク (1978) や��フリーデン (1978) による研

究は､ 従来ニュー・リベラリズムの中核は����グリー

ンに発すると捉えてきたのに対し､ むしろそれを����

ホブスン (1858～1940) や	���ホブハウスに求めた｡

本論文は､ この新しい研究を継承し発展させることを

企図し､ ホブスン研究を中心に据える｡

本論文は､ ホブスンの経済社会論を ｢人間福祉の経

済学｣ と特徴づけ､ その形成過程を取り扱う第１部

(１～８章)､ および､ ホブスン以外のニュー・リベラ

リストを含め､ 彼と時代を前後する様々な諸思想家と

の対比でホブスンの独自性を浮き彫りにしようとする

第２部 (９～18章) から構成される｡

第１部においては､ 最初の著書 (マメリーとの共著：

1889年) でホブスンが生産と消費のマクロレベルでの

不均衡を論じたことを描き出した後､ ホブスンによる

｢非自発的失業｣ の発見とその国家による救済 (1891､

96年)､ 独占の形成に伴う ｢独占的レント｣ 固定化の

認識とその再配分政策の提唱および ｢社会立法による

『産業有機体』 進化｣ の展望の提示 (1894年) などを

行う｡ 姫野氏はここにホブスンによる ｢人間福祉の経

済学｣ の ｢原型｣ を見る｡ さらに姫野氏は､ ホブスン

が ラスキンを批判的に継承し進歩的で動的な ｢社会

経済学｣ を打ち出し (1898年)､ 1901年には ｢社会的

効用｣ の概念を打ち立てたが､ これには国家による社

会サーヴィスの向上を含意させていたと指摘する｡ 次

いで､ ホブスンは､ これまで論じて来た ｢国家の介入

による個人の自由の実現｣ の問題 (ニュー・リベラ

リズムの問題) を国際経済関係にまで押し広げている

が (1902､ 04年)､ これには ｢コスモポリタンな世界

市民的｣ 内容が盛り込まれていると評価する｡

第２部では､ まずベンサム､ ��
�ミル､ バジョット､

シジウィックおよびマーシャルの国家観を取り上げ､

それらと対比してホブスンのニュー・リベラリズムの

特質を暗示する｡ 次いで､ ニュー・リベラリズムの重

要な構成要素である社会進化論の展開を､ ダーウィン､

スペンサー､ ハクスリー､ マロックを俎上にのせて概

観し､ この文脈においてホブスンのニュー・リベラリ

ズムを ｢社会民主的｣ だと特徴づける｡ さらに､ フェ

ビアン主義者､ ジェヴォンズ､ マーシャル､ ピグーら

の経済学と対照し､ ホブスンのそれが ｢人間福祉の経

済学｣ であることを再確認する｡ さらに､ 1910～20年

代にホブスンが ｢人間福祉の経済学｣ の観点から提唱

した経済・産業政策は自由党・労働党の ｢『福祉国家』

形成プラン｣ に大いに貢献したと意義づける｡

本論文は､ ホブスンの初期から晩年までの著作を丹

念に渉猟し､ その過程を彼の ｢人間福祉の経済学｣ の

形成と展開として理解し直すと共に､ 同時代の社会改

良思想を広く吟味することにより､ その特質や歴史的

意義を明確にしている｡ その意味で､ 本論文は本格的

なホブスン研究だと評価できる｡特に､これまでニュー・

リベラリズム研究が政治思想に傾斜しがちであったこ

とを考慮するとその意義は大きい｡ もっとも､ ホブス

ンの ｢人間福祉の経済学｣ の形成・展開・完成を考え

ると本論文の部や章の構成についてさらに配慮すべき

であったし､ また同時代の諸思想の取り扱いについて

もっと精確を期すべきであったと思われる｡ とはいえ､

これによって本論文の意義が損なわれるわけでは決し

てない｡

以上の理由から､ 本論文調査委員会は､ 姫野順一氏
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より提出された論文 ｢Ｊ�Ａ�ホブスン 人間福祉の経

済学：ニュー・リベラリズムの展開｣ を博士 (経済学)

の学位を授与するに値するものと認める｡
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